
３ 救援、救護、避難 
 

３－１  災害救助法施行細則 

                   （昭和３４年１２月１５日神奈川県規則第９０号） 
                     最近改正 平成２６年２月 25 日規則第８号 
 
第１条及び第２条 削除 
第３条 災害救助法施行令（昭和 22 年政令第 225 号）第３条第１項の規定による救助の程

度、方法及び期間は、別に定める。  
第４条 災害救助法施行規則（昭和 22 年総理庁令 厚生省令 内務省令 大蔵省令 運輪省

令第１号。以下「規則」という。）第１条に規定する公用令書、公用変更令書及び公用取

消令書の様式は、それぞれ次の各号に定めるとおりとする。  
(１) 公用令書 第１号様式～第１号様式の４ 
(２) 公用変更令書 第２号様式  
(３) 公用取消令書 第３号様式  

２ 前項第１号の公用令書を交付するときは、強制物件台帳（第４号様式）に登録しなけれ

ばならない。  
３ 第１項第２号又は第３号の公用変更令書又は公用取消令書を交付したときは、強制物件

台帳に、その理由を詳細に記録し、公用変更令書にあつてはあわせて変更事項を記録しな

ければならない。 
第５条 前条第１項の公用令書、公用変更令書又は公用取消令書の交付を受けた者は、その

令書に添付してある受領書に受領年月日を記入し、署名及び押印して直ちにこれを返さな

ければならない。 
第６条 当該職員が規則第２条第３項の規定により、受領調書（第５号様式）を作成する場

合はその物資の所有者又は権限に基づいてその物資を占有する者（以下「占有者」という。）

を立ち会わせなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合においては、この

限りでない。  
第７条 規則第３条の規定による損失補償請求書は、第６号様式による。 
２ 損失補償請求書の提出があつたとき、及びこれに基き損失の補償を行つたときは、所要

の事項を強制物件台帳に記録しなければならない。  
第８条 規則第４条に規定する公用令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ次の各号に定

めるとおりとする。  
(１) 公用令書 第７号様式 
(２) 公用取消令書 第８号様式  

２ 前項第１号の公用令書を交付するときは、救助従事者台帳（第９号様式）に登録しなけ

ればならない。 
３ 第１項第２号の公用取消令書を交付したときは、救助従事者台帳にその理由を詳細に記

録して、これを斜線でまつ消しなければならない。  
第９条 第５条の規定は、前条第１項の公用令書又は公用取消令書の交付を受けた者につい

て準用する。  
第 10 条 規則第４条第２項の規定による届出は、次の各号に掲げる書類を添付して行わなけ

ればならない。 
(１) 負傷又は疾病により従事することができない場合においては、医師の診断書  
(２) 天災その他さけられない事故により従事することができない場合においては、市町

村長、警察官又はその他適当な官公吏の証明書 
第 11 条 災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号。以下「法」という。）第７条第５項の規定

による実費の弁償については、別に定める。  
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第 12 条 規則第５条の規定による実費弁償請求書は、第 10 号様式による。  
第 13 条 法第 10 条第３項において準用する法第６条第４項の規定により、当該職員が立入

検査に当たつて携帯しなければならない証票は、第 11 号様式による。  
第 14 条 規則第６条の規定による扶助金支給申請書は、第 12 号様式による。 
２ 前項による扶助金支給申請書のうち、休業扶助金及び打切扶助金にかかる申請書には、

次の区別にしたがい、所要の書類を添付しなければならない。  
(１) 休業扶助金支給申請書については、負傷し、又は疾病にかかり、従前得ていた収入

を得ることができず、かつ、他に収入のみちがない等特に給付を必要とする理由を詳細

に記載した書類  
(２) 打切扶助金支給申請書については、療養の経過、症状、治癒までの見込期間等に関

する医師の意見書 
３ 救助に関する業務に協力する者が、これがため負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場

合において規則第６条の規定に基づき、扶助金を受けようとするときは、同条及び前項各

号に定めるもののほか、協力命令をした旨の知事の証明書を添付しなければならない。 
 
附 則（略）  
様 式（略） 
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災害救助法施行細則による救助の程度等 

 
昭和40年９月10日告示第561号

改正 令和４年７月１日告示第293号 

 

災害救助法施行細則（昭和34年神奈川県規則第90号）第３条の規定による救助の程度、方法及び期間

並びに第11条の規定による実費弁償の程度を次のように定め、昭和40年８月１日から適用する。 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間（昭和33年神奈川県告示第558号）及び災害救助法によ

る実費弁償の限度（昭和33年神奈川県告示第559号）は、廃止する。 

 

１ 救助の程度、方法及び期間 

救助の程度、方法及び期間は、次のとおりとする。

(１) 避難所及び応急仮設住宅の供与 

ア 避難所 

(ア) 避難所は、災害により現に被害を受け、又は受けるおそれのある者に供与するものとする。 

(イ) 避難所は、学校、公民館等既存の建物の利用を原則とするが、これらの適当な建物を利用す

ることが困難な場合は、野外に仮小屋を設置し、天幕を設営し、又はその他の適切な方法によ

り実施するものとする。 

(ウ) 避難所の設置のため支出する費用は、避難所の設置、維持及び管理のための賃金職員等雇上

費、消耗器材費、建物の使用謝金、器物の使用謝金、借上費又は購入費、光熱水費並びに仮設

便所等の設置費（災害救助法（昭和22年法律第118号。以下「法」という。）第４条 第２項の

避難所については、災害が発生するおそれがある場合において必要となる建物の使用謝金、光

熱水費等）とし、１人１日当たり330円以内とする。 

(エ) 福祉避難所（高齢者、障害者等（以下「高齢者等」という。）であつて避難所での避難生

活において特別な配慮を必要とするものに供与する避難所をいう。）を設置した場合は、 (ウ)

の金額に、当該地域において当該特別な配慮のために必要な通常の実費を加算することができ

るものとする。 

(オ) 避難所での避難生活が長期にわたる場合等においては、避難所で避難生活している者への健

康上の配慮等により、ホテル・旅館など宿泊施設の借上げを実施し、これを供与することがで

きるものとする。 

(カ) 法第４条第１項第１号の避難所を開設する期間は、災害発生の日から７日以内とし、同条第

２項の避難所を開設する期間は、法第２条第２項の規定による救助を開始した日から、災害が

発生しなかつたと判明し、現に救助の必要がなくなった日（災害が発生し、継続して避難所の

供与を行う必要が生じた場合は、同項の規定による救助を終了する旨を公示した 日）までの期

間とする。 

イ 応急仮設住宅 

応急仮設住宅は、住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がない者であつて、自らの資力

では住家を得ることができないものに、建設し供与するものであつて(ア)に掲げる要件を満たす

もの（以下「建設型応急住宅」という。）、民間賃貸住宅を借上げて供与するものであつて(イ)

に掲げる要件を満たすもの（以下「賃貸型応急住宅」という。）又はその他適切な方法により供

与するものとする。 

(ア) 建設型応急住宅 

ａ 建設型応急住宅の設置に当たつては、原則として、公有地を利用すること。ただし、これら

適当な公有地を利用することが困難な場合は、民有地を利用することが可能であること。 

ｂ １戸当たりの規模は、応急救助の趣旨を踏まえ、実施主体が地域の実情、世帯構成等に応じ

て設定し、その設置のために支出できる費用は、設置にかかる原材料費、労務費、附帯設備

工事費、輸送費及び建築事務費等の一切の経費として、628万5,000円以内とすること。 
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ｃ 建設型応急住宅を同一敷地内又は近接する地域内におおむね50戸以上設置した場合は、居

住者の集会等に利用するための施設を設置でき、50戸未満の場合でも戸数に応じた小規模な

施設を設置できること。 

ｄ 福祉仮設住宅（老人居宅介護等事業等を利用しやすい構造及び設備を有し、高齢者等であ

つて日常の生活上特別な配慮を要する複数のものに供与する施設をいう。）を建設型応急住

宅として設置できること。 

ｅ 建設型応急住宅は、災害発生の日から20日以内に着工し、速やかに設置すること。 

ｆ 建設型応急住宅を供与できる期間は、完成の日から建築基準法（昭和25年法律第201号）

第85条第３項又は第４項に規定する期限までとすること。 

ｇ 建設型応急住宅の供与終了に伴う建設型応急住宅の解体撤去及び土地の原状回復のために支

出できる費用は、当該地域における実費とすること。 

(イ) 賃貸型応急住宅 

ａ 賃貸型応急住宅の１戸当たりの規模は、世帯の人数に応じて(ア)ｂに定める規模に準ずるこ

ととし、その借上げのために支出できる費用は、家賃、共益費、敷金、礼金、仲介手数料又

は火災保険等その他民間賃貸住宅の貸主又は仲介業者との契約に不可欠なものとして、地域

の実情に応じた額とすること。 

ｂ 賃貸型応急住宅は、災害発生の日から速やかに民間賃貸住宅を借上げ、提供しなければなら

ないこと。 

ｃ 賃貸型応急住宅を供与できる期間は、(ア)ｆと同様の期間とすること。 

(２) 炊き出しその他による食品の給与及び飲料水の供給 

ア 炊き出しその他による食品の給与 

(ア) 炊き出しその他による食品の給与は、避難所に避難している者又は住家に被害を受け、若し

くは災害により現に炊事のできない者に対して行う。 

(イ) 炊き出しその他による食品の給与は、被災者が直ちに食することができる現物により行う。 

(ウ) 炊き出しその他による食品の給与を実施するため支出する費用は、主食、副食及び燃料等の

経費とし、１人１日当たり1,180円以内とする。 

(エ) 炊き出しその他による食品の給与を実施する期間は、災害発生の日から７日以内とする。 

イ 飲料水の供給 

(ア) 飲料水の供給は、災害のため現に飲料水を得ることができない者に対して行う。 

(イ) 飲料水の供給を実施するため支出する費用は、水の購入費のほか、給水又は浄水に必要な機

械又は器具の借上費、修繕費及び燃料費並びに薬品又は資材の費用とし、当該地域における通

常の実費とする。 

(ウ) 飲料水の供給を実施する期間は、災害発生の日から７日以内とする。 

(３) 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与 

ア 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上

浸水（土砂の堆積等により一時的に居住することができない状態となつたものを含む。以下同

じ。）、全島避難等により、生活上必要な被服、寝具その他生活必需品を喪失又は損傷等により

使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な者に対して行う。 

イ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内に

おいて現物をもつて行う。 

(ア) 被服、寝具及び身の回り品

(イ) 日用品 

(ウ) 炊事用具及び食器

(エ) 光熱材料 

ウ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与のため支出する費用は、季別及び世帯区分により１

世帯当たり次に掲げる額以内とする。この場合において、季別は、災害発生の日をもつて決定す

る。 
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(ア) 住家の全壊、全焼又は流失により被害を受けた世帯 

世帯区分 

季別 

 

１人世帯 
 

２人世帯 
 

３人世帯 
 

４人世帯 
 

５人世帯 
世帯員が６人以

上の世帯 

夏季（４月から９月ま

での期間をいう。以下

同じ。） 

 
 

18,700円 

 
 

24,000円

 
 

35,600円

 
 

42,500円

 
 

53,900円 

53,900円に５人

を超える世帯員 

１人につき7,800 

円を加算した額 

      82,200円に５人 

冬季（10月から３月ま      を超える世帯員 

での期間をいう。以下 31,000円 40,100円 55,800円 65,300円 82,200円 １人につき 

同じ。）      11,300円を加算 
      した額 

(イ) 住家の半壊、半焼又は床上浸水により被害を受けた世帯 

世帯区分 

季別 

 

１人世帯 
 

２人世帯 
 

３人世帯 
 

４人世帯 
 

５人世帯 
世帯員が６人以

上の世帯 

 
 

夏季 

 
 

6,100円 

 
 

8,200円

 
 

12,300円

 
 

15,000円

 
 

18,900円 

18,900円に５人

を超える世帯員 

１人につき2,600 

円を加算した額 

 
 

冬季 

 
 

9,900円 

 
 

12,900円

 
 

18,300円

 
 

21,800円

 
 

27,400円 

27,400円に５人

を超える世帯員 

１人につき3,600 

円を加算した額 

エ 被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与は、災害発生の日から10日以内に完了するものと

する。 

(４) 医療及び助産

ア 医療 

(ア)   医療は、災害のため医療の方途を失つた者に対して、応急的に処置するものとする。 

(イ) 医療は、救護班によつて行う。ただし、急迫した事情があり、やむを得ない場合において

は、病院又は診療所（あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和22年

法律第217号）に規定するあん摩マツサージ指圧師、はり師若しくはきゆう師又は柔道 整復師

法（昭和45年法律第19号）に規定する柔道整復師（以下これらを「施術者」という。）を含

む。）において医療（施術者が行うことのできる範囲の施術を含む。）を行うことができる。 

(ウ) 医療は、次の範囲内において行う。

ａ 診察 

ｂ 薬剤又は治療材料の支給 

ｃ 処置、手術その他の治療及び施術

ｄ 病院又は診療所への収容 

ｅ 看護 

(エ) 医療のため支出する費用は、救護班による場合は使用した薬剤、治療材料及び破損した医療

器具の修繕費等の実費とし、病院又は診療所による場合は国民健康保険の診療報酬の額以内と

し、施術者による場合は協定料金の額以内とする。 

(オ) 医療を実施する期間は、災害発生の日から14日以内とする。 

イ 助産 

(ア) 助産は、災害発生の日以前又は以後７日以内に分べんした者であつて、災害のため助産の方

途を失つた者に対して行う。 

(イ) 助産は、次の範囲内において行う。

ａ 分べんの介助 
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ｂ 分べん前及び分べん後の処置 

ｃ 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

(ウ) 助産のため支出する費用は、救護班等による場合は使用した衛生材料等の実費とし、助産師

による場合は慣行料金の100分の80以内の額とする。 

(エ) 助産を実施する期間は、分べんした日から７日以内とする。

(５) 被災者の救出 

ア 被災者の救出は、災害のため、現に生命若しくは身体が危険な状態にある者又は生死不明の状態

にある者を捜索し、又は救出するものとする。 

イ 被災者の救出のため支出する費用は、舟艇その他救出のための機械、器具等の借上費又は購入

費、修繕費及び燃料費とし、当該地域における通常の実費とする。 

ウ 被災者の救出を実施する期間は、災害発生の日から３日以内とする。

(６) 被災した住宅の応急修理 

ア   住宅の応急修理は、災害のため住家が半壊、半焼若しくはこれらに準ずる程度の損傷を受け、

自らの資力では応急修理をすることができない者又は大規模な補修を行わなければ居住すること

が困難である程度に住家が半壊した者に対して行う。 

イ 住宅の応急修理は、居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物をもつて

行うものとし、その修理のため支出する費用は、１世帯当たり次に掲げる額以内とする。  

(ア) (イ)に掲げる世帯以外の世帯 65万5,000円 

(イ) 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を受けた世帯 31万8,000円 

ウ 住宅の応急修理は、災害発生の日から３月以内（災害対策基本法（昭和36年法律第223号） 第

23条の３第１項に規定する特定災害対策本部、同法第24条第１項に規定する非常災害対策本部又

は同法第28条の２第１項に規定する緊急災害対策本部が設置された災害にあつては、６月以内）

に完了するものとする。 

(７) 学用品の給与 

ア 学用品の給与は、住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は床上浸水による喪失若しくは損傷等

により学用品を使用することができず、就学上支障のある小学校児童（義務教育学校の前期課程

及び特別支援学校の小学部の児童を含む。以下同じ。）、中学校生徒（義務教育学校の後期課程、

中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部の生徒を含む。以下同じ。）及び高等学校等

生徒（高等学校（定時制の課程及び通信制の課程を含む。）、中等教育学校の後期課程（定時制

の課程及び通信制の課程を含む。）、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各種

学校の生徒をいう。以下同じ。）に対して行う。 

イ 学用品の給与は、被害の実情に応じ、次に掲げる品目の範囲内において、現物をもつて行う。 

(ア) 教科書 

(イ) 文房具 

(ウ) 通学用品 

ウ 学用品の給与のため支出する費用は、次の額以内とする。

(ア) 教科書代 

ａ 小学校児童及び中学校生徒 

教科書の発行に関する臨時措置法（昭和23年法律第132号）第２条第１項に規定する教 科

書及び教科書以外の教材で、神奈川県教育委員会又は市町村の教育委員会に届け出て、又は

その承認を受けて使用するものを給与するための実費 

ｂ 高等学校等生徒 

正規の授業で使用する教材を給与するための実費

(イ) 文房具及び通学用品費 

小学校児童 １人当たり 4,700円

中学校生徒 １人当たり 5,000円 

高等学校等生徒 １人当たり 5,500円 

エ 学用品の給与は、災害発生の日から教科書については１月以内、その他の学用品については15日

以内に完了するものとする。 
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(８) 埋葬 

ア 埋葬は、災害の際死亡した者について、死体の応急的な処理程度のものを行う。イ 

埋葬は、次の範囲内において、原則として棺又は棺材の現物をもつて行う。 

(ア) 棺（附属品を含む。） 

(イ) 埋葬又は火葬（賃金職員等雇上費を含む。） 

(ウ) 骨つぼ及び骨箱 

ウ 埋葬のため支出する費用は、１体当たり大人21万3,800円以内、小人17万900円以内とする。エ 

埋葬は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。 

(９) 死体の捜索 

ア 死体の捜索は、災害により現に行方不明の状態にあり、かつ、各般の事情により既に死亡してい

ると推定される者に対して行う。 

イ 死体の捜索のため支出する費用は、舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上費又は購入費、

修繕費及び燃料費とし、当該地域における通常の実費とする。 

ウ 死体の捜索は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。 

(10) 死体の処理 

ア 死体の処理は、災害の際死亡した者について、死体に関する処理（埋葬を除く。）を行う。イ 

死体の処理は、次の範囲内において行う。 

(ア) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置

(イ) 死体の一時保存 

(ウ) 検案 

ウ 検案は、原則として救護班によつて行う。 

エ 死体の処理のため支出する費用は、次に掲げるところによる。 

(ア) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置のための費用は、１体当たり3,500円以内とする。 

(イ) 死体の一時保存のための費用は、死体を一時収容するために既存の建物を利用する場合は当

該施設の借上げに要する通常の実費とし、既存の建物を利用できない場合は１体当たり5,400円

以内とする。この場合において、死体の一時保存にドライアイスの購入費等の経費 が必要なと

きは、当該地域における通常の実費を加算できる。 

(ウ) 救護班により検案ができない場合は、当該地域の慣行料金の額以内とする。オ 

死体の処理は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。 

(11) 災害によつて住居又はその周辺に運ばれた土石、竹木等で、日常生活に著しい支障を及ぼして

いるもの（以下「障害物」という。）の除去 

ア 障害物の除去は、居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障害物が運び込まれ

ているため一時的に居住できない状態にあり、かつ、自らの資力をもつてしては、当該障害物を

除去することができない者に対して行う。 

イ 障害物の除去のため支出する費用は、ロープ、スコップその他除去のため必要な機械、器具等の

借上費又は購入費、輸送費、賃金職員等雇上費等とし、市町村内において障害物の除去を行つた

１世帯当たりの平均が13万8,300円以内とする。 

ウ 障害物の除去は、災害発生の日から10日以内に完了するものとする。 

(12) 救助のための輸送及び賃金職員等の雇用 

ア   救助のための輸送費及び賃金職員等雇上費として支出する範囲は、次に掲げる範囲とする。

(ア) 被災者（法第４条第２項の救助にあつては、避難者）の避難に係る支援 

(イ) 医療及び助産

(ウ) 被災者の救出

(エ) 飲料水の供給

(オ) 死体の捜索 

(カ) 死体の処理 

(キ) 救済用物資の整理配分 

イ 救助のため支出する輸送費及び賃金職員等雇上費は、当該地域における通常の実費とする。ウ 救

助のための輸送及び賃金職員等の雇用をする期間は、当該救助を実施する期間内とする。 
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２ 実費弁償 

実費弁償は、次のとおりとする。 

(１) 災害救助法施行令（昭和22年政令第225号。以下「政令」という。）第４条第１号から第４ 号

までに規定する者 

ア 日当 

(ア) 医師及び歯科医師 １人１日当たり ２万3,600円以内

(イ) 薬剤師 １人１日当たり １万7,900円以内 

(ウ) 保健師及び看護師 １人１日当たり １万7,200円以内

(エ) 助産師 １人１日当たり １万8,100円以内 

(オ) 准看護師 １人１日当たり １万4,100円以内 

(カ) 診療放射線技師、臨床検査技師及び臨床工学技士 １人１日当たり １万6,200円以内

(キ) 救急救命士 １人１日当たり １万6,000円以内 

(ク) 歯科衛生士 １人１日当たり １万5,300円以内 

(ケ) 土木技術者及び建築技術者 １人１日当たり １万5,800円以内

(コ) 大工 １人１日当たり ２万5,600円以内 

(サ) 左官 １人１日当たり ２万7,400円以内 

(シ) とび職 １人１日当たり ２万8,000円以内

イ 時間外勤務手当 

職種ごとに、アの(ア)から(シ)までに定める日当額を基礎とし、かつ、常勤の県職員との均衡

を考慮して算定した額以内とする。 

ウ 旅費 

常勤の県職員の旅費の額に相当する額以内とする。

(２) 政令第４条第５号から第10号までに規定する者 

業者のその地域における慣行料金による支出実績に手数料としてその100分の３の額を加算した

額以内 

３ 災害救助事務 

法第18条第１項の救助の事務を行うのに必要な費用（以下「救助事務費」という。）は、次のとお

りとする。 

(１) 救助事務費に支出できる範囲は、救助の事務を行うのに要した経費（救助の実施期間内のものに

限る。）及び災害救助費の精算の事務を行うのに要した経費とし、次に掲げる費用とする。ア 時間

外勤務手当 

イ 賃金職員等雇上費

ウ 旅費 

エ 需用費（消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、光熱水費及び修繕費をいう。） オ 

使用料及び賃借料 

カ 通信運搬費

キ 委託費 

(２) 各年度において、(１)の救助事務費に支出できる費用は、法第21条に定める国庫負担を行う年

度（以下「国庫負担対象年度」という。）における各災害に係る(１)アからキまでに掲げる費用に

ついて、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第143条に定める会計年度所属区分によ り当該

年度の歳出に区分される額を合算し、各災害の当該合算した額の合計額が、国庫負担対象年度に支出

した救助事務費以外の費用の額の合算額に、次のアからキまでに掲げる区分に応じ、それぞれアから

キまでに定める割合を乗じて得た額の合計額以内とする。 

ア  3,000万円以下の部分の金額については、100分の10 

イ  3,000万円を超え6,000万円以下の部分の金額については、100分の９ 

ウ 6,000万円を超え１億円以下の部分の金額については、100分の８ 

エ １億円を超え２億円以下の部分の金額については、100分の７ オ ２億円を超え３億円以下の部

分の金額については、100分の６ カ ３億円を超え５億円以下の部分の金額については、100分の５ 

キ ５億円を超える部分の金額については、100分の４ 
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(３) (２)の「救助事務費以外の費用の額」とは、１に規定する救助の実施のために支出した費用及

び２に規定する実費弁償のため支出した費用を合算した額、法第９条第２項において準用する法第

５条第３項に規定する損失補償に要した費用の額、政令第８条第２項に定めるところにより算定し

た法第12条の扶助金の支給基礎額を合算した額、法第19条に規定する委託費用の補償に要した費用

の額並びに法第20条第１項に規定する求償に対する支払いに要した費用の額（救助事務費の額を除

く。）の合計額をいう。 
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３－３ 被災者生活再建支援金の概要 

 

１ 適用の要件 

(1) 対象となる自然災害 

ア 災害救助法施行令第１条第１項第１号又は第２号に該当する被害が発

生した市町村における自然災害 

イ 10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災

害 

ウ 100以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自

然災害 

エ ア又はイの市町村を含む都道府県で、５以上の世帯の住宅が全壊する

被害が発生した市町村（人口10万人未満に限る）における自然災害 

オ ア～ウの区域に隣接する市町村で、５以上の世帯の住宅が全壊する被

害が発生した市町村（人口10万人未満に限る）における自然災害 

カ ア若しくはイの市町村を含む都道府県又はウの都道府県が２以上ある

場合に、５世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に

限る)における自然災害及び２世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町

村(人口５万人未満に限る)における自然災害 

(2) 対象となる世帯 

ア 住宅が全壊した世帯 

イ 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解

体した世帯 

ウ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続

している世帯  

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世

帯（大規模半壊世帯） 

オ 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な

世帯（中規模半壊世帯） 

 

 

２ 支給額 

次の(1)及び(2)の支援金の額の合計額になります。 

（※世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額） 

(1) 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

住宅の 

被害程度 

全壊 

(1(2)ｱに該当) 

解体 

(1(2)ｲに該当) 

長期避難 

(1(2)ｳに該当) 

大規模半壊 

(1(2)ｴに該当) 

支給額 100万円 100万円 100万円 50万円 

 

(2) 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 
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住 宅 の 

再建方法 
建設・購入 補修 

賃貸 

(公営住宅以外) 

支給額 200万円 100万円 50万円 

※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場

合は、合計で２００（又は１００）万円 

 

３ 支給金の支給申請 

(1) 申請窓口 

市町村 

(2) 申請時の添付書類 

ア 基礎支援金：罹災証明書、住民票（申請書にマイナンバーの記載があ 

れば、添付不要）、預金通帳の写し等  

イ 加算支援金：契約書（住宅の購入、賃借等）等  

※被害の程度により、上記以外の書類が必要となる場合があります。 

(3) 申請期間  

ア 基礎支援金：災害発生日から13月以内  

イ 加算支援金：災害発生日から37月以内  
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３－４ 災害見舞金支給額 

 

（１）災害弔慰金及び災害傷害・障害見舞金 

   

死亡者又は

負傷者 

弔慰金 傷害見舞金 障害見舞金 

小災害 大規模災害 小災害 大規模災害 

生計中心者 ７５万円 ５００万円 

５万円 

２５０万円 

その他 ５０万円 ２５０万円 １２５万円 

 

 

（２）災害損害見舞金 

 

種    別 区    分 
金      額 

１ 人 世 帯  ２人以上世帯 

全焼、全壊 

 住 家 ５０，０００円 ８０，０００円 

 住家以外の建物 ３０，０００円 

半焼、半壊 

 住 家 ３０，０００円 ５０，０００円 

 住家以外の建物 ２０，０００円 

 
消火損害、床上浸水、

土砂等のたい積  
 

 住 家 ２０，０００円 ３０，０００円 

住家以外の建物 ２０，０００円 

※被災者生活再建支援制度による支給を受けた場合は、災害損害見舞金は支給されません。 
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３－５ 平塚市救急医療対策実施要綱 

 

 

 （趣 旨） 

第１条 この要綱は、平塚市の区域内において、災害等により集団的に多数の傷病者が発生

した場合、この傷病者に対して迅速かつ適切な救急医療対策を実施するために必要な事項

について定めるものとする。 

 （災害の範囲） 

第２条 この要綱における災害とは、災害対策基本法に定める災害のほかこれに準ずる災害

及び事故であって、集団的に多数の傷病者を生じたため市長が緊急応急措置を実施する必

要があると認めた事態をいう。 

 （救急医療の範囲） 

第３条 この要綱において救急医療の範囲は、病院その他の医療施設での本格的な治療を開

始できるまでの応急措置とし、その内容は概ね次に掲げるものとする。 

 (1) 診療（薬剤又は治療材料の授与等を含む） 

 (2) 緊急を要する手術その他応急の治療及び施術等の措置 

 (3) 病院又は診療所への入院等 

 (4) 死体の検案及び洗浄縫合等の措置 

 (5) その他必要な応急医療措置 

 （市長の措置） 

第４条 

 1. 市長は災害の発生を知ったときは、速やかに消防機関に救出、救護隊の出動を命じ又

は警察機関に関係部隊の出動を要請するなど救急医療対策に必要な措置を講ずるとともに、

県、日本赤十字社神奈川県支部その他関係機関に災害の状況等を通報するほか、必要に応

じ平塚市医師会に対し医師その他の医療関係者（以下「医師等」という）の出動を要請す

るものとする。 

 2. 市長は災害の状況から必要に応じ知事に対して県医療救護班又は県医師会の医師等の

出動その他救急医療活動に必要な措置について要請することができる。 

 （医師等の要請方法） 

第５条 災害の発生により、市長が平塚市医師会又は知事に対して医師等の出動を要請する

ときは次に掲げる内容を示した文書により要請するものとする。ただし、緊急の場合にお

いては電話等により要請し、事後速やかに文書を送付するものとする。 

 (1) 災害発生の日時及び場所 

 (2) 災害の原因及び状況 

 (3) 出動を要する人員（班）及び機材 

 (4) 出動の機関 

 (5) その他必要事項 
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 （連絡責任者） 

第６条 救急医療活動の実施に際し市、県、平塚市医師会との緊密な連絡を維持するため、

この連絡責任者を次のとおり定める。 
 

     責任区分 

 所 属 
 

正 副 

     市   健康・こども部長   保育課長 

     県 医療危機対策本部室室長 医療危機対策本部室副室長 

医師会   医師会長   経理・経済福祉担当理事 

 

 （実費弁償等の負担区分） 

第７条 市長が対策を実施する責務を有する災害において出動した医師等に対する実費弁償

及び損害補償は市が負担するものとする。ただし、災害救助法が適用された災害において

は、その適用の範囲で県がまた企業体等の施設内に発生した災害においては、その企業体

の責任者が出動した医師等に対する実費弁償及び損害補償を負担する。 

 （実費弁償） 

第８条 市は出動した医師等に対して災害対策基本法の規定に準じた額に従って、前条に定

めるところにより、その手当を弁償するとともに、出動した医師等が救急医療活動のため

使用した薬剤、治療材料及び医療器具等の消耗、破損について、前条に定めるところによ

り、その実費を時価で弁償するものとする。 

 （損害補償） 

第９条 市は出動した医師等がそのために死亡し、負傷若しくは疾病になったときは、平塚

市消防団員等公務災害補償条例の規定に従って第７条に定めるところにより、その者、又

はその者の遺族若しくは被扶養者がこれによって受ける損害を補償するとともに、出動し

た医師等に係る物件がそのために損害をうけたときは、第７条に定めるところにより、そ

の損害の程度に応じてこれを補償するものとする。 

 （救急医療活動の報告） 

第１０条 市長はその要請により、医師会が救護班を出動させ、救急医療活動を実施したと

きは、事後速やかに次に掲げる内容を示した報告書の提出を求めるものとする。 

 (1) 出動場所 

 (2) 出動の期間及び時間（人員別） 

 (3) 出動者の種別、人員 

 (4) 受診者数（重症、軽症別、死亡者も含む） 

 (5) 使用した薬剤、治療材料及び医療器具等の消耗破損等の内容（数量） 

 (6) 救急医療活動の概要 

 (7) その他必要事項 

 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

 この要綱は、平成３０年１月１６日から施行する。 
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臨時救護所名

医師名

氏　　　名

生年月日 男　・女

住　　　所

電　　　話

体温 脈拍 呼吸

血圧 意識 瞳孔

切創 縫針

挫創

刺創 整腹

擦過創

打撲 創処置

骨折

麻酔

０.５Ｘ

捻挫 キシロカイン

０.１Ｘ

投薬

脱臼

熱傷 破傷風

切断 抗薬

移送先 市民病院 搬送手段 救急車

共済病院 公用車

済生会湘南平塚病院 自家用車

その他 担送

歩行

３－６　臨時救護所用帳票等

状　況

　
受
診
者

年　　　月　　　日　　午前　・午後　　　　時

（うら）

　　出　　発　　時　　間　　　　時　　　　分頃

初診

既往症

現　症

年　　　　　月　　　　　日　　　　午前　・　午後　　　　　　時　　　　　分

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アレルギー　　有　・　無自覚症状

①平塚市災害救助診療録
      （おもて）

　　付添人氏名（自署）

平　塚　市　災　害　救　助　診　療　録

受　傷　場　所 職場　学校　自宅　道路　乗物　その他
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性別（Sex）

男（M）

女（Ｆ）

AM

PM

性別（Sex）
男（M）
女（Ｆ）

AM

PM

月　　　日　　　　　　　時　　　分

住所（Ａｄｄｒｅｓｓ） 電話（Ｐｈｏｎe）

トリアージ実施月日・時刻

②トリアージタッグ

（災害現場用）

№ 年齢（Age）氏名（Name）

トリアージ実施者氏名

トリアージ実施機関 医　　　　師
救急救命士
そ　の　他

トリアージ区分

０　　Ⅰ　　Ⅱ　　Ⅲ
トリアージ実施場所

処置内容

0

Ⅰ

Ⅱ

搬送機関名 収容医療機関名

症状・診断内容

1

2

3

（色は黒色）

（色は赤色）

（色は黄色）

（色は緑色）Ⅲ

（搬送機関用）・（収容医療機関用）

№ 氏名（Name） 年齢（Age）

住所（Ａｄｄｒｅｓｓ） 電話（Ｐｈｏｎe）

トリアージ実施月日・時刻 トリアージ実施者氏名

月　　　日　　　　　　　時　　　分

搬送機関名 収容医療機関名

トリアージ実施場所 トリアージ区分

０　　Ⅰ　　Ⅱ　　Ⅲ
トリアージ実施機関 医　　　　師

救急救命士
そ　の　他

症状・診断内容

1
　　　　死亡　　重篤

　　　　重傷　　中等症

　　　　軽症

処置内容

0

Ⅰ

（色は黒色）

（色は赤色）

（色は黄色）

（色は緑色）

2

3

Ⅲ

Ⅱ
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災害診療記録２０１８ 
＊は必須記録項目 
＊初診日   西暦            年         月          日             

＊初診医師氏名 
  

＊患者氏名（カタカナ） 
最初の 7 文字をメディカル ID に転記 

（漢字等）  
氏名不詳なら個人特定に役立つ情報（救出された場所や状況等）を記載 

性別：  男 ・ 女     

＊生年月日・年齢 
年齢不詳の場合は推定年齢 

西暦・明治・大正・昭和・平成       年     月      日 （     )歳 

  保険証情報 保険者番号：              記号：                 番号： 

  [携帯]電話番号 
  

＊住所 
自宅： 〒                                状態：□健存  □半壊  □全壊 

□避難先１： □避難所名（                   ) □知人宅 □テント □車内 □その他  

□避難先２： □避難所名（                   ) □知人宅 □テント □車内 □その他 

 連絡先 □家族・□知人・□その他・□連絡先なし  

 職 業   

【禁忌事項等】 

□アレルギー 

□禁忌食物 

【特記事項（常用薬等）】  

□抗血小板薬（           ） 

□抗凝固薬  □ワーファリン（         ） 

□糖尿病治療薬 □インスリン □経口薬 （       ） 

□ステロイド（           ） 

□抗てんかん薬（          ）         

□その他（           ） 

□透析 

□在宅酸素療法（HOT)   

□災害時要配慮者：□高齢者 □障害者 □乳幼児 □妊婦 □日本語が不自由□その他（         ） 

                        

【要保護者】□支援者のいない要配慮者等 該当状況：□身体的/□精神的/□社会的/□その他（    ） 

                      

＊傷病名 ＊開始 診察場所 ＊所属・医師サイン 
 年 

月     日 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

メディカル ID＝西暦生年月日 8 桁＋性別＋氏名カタカナ上位 7 桁 

例）１９５０年０９月０８日生まれ 男性 トヨトミヒデヨシ⇒ １９５００９０８M トヨトミヒデヨ 

トリアージタグ □赤 □黄 □緑  □黒 番号：   

 

メディカル ID         
M 

 F 
       

 

1 頁/4頁 

（別添３）
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３－６①（参考）



 
 

 

 

患者氏名 

（カタカナ） 

＊氏名不詳なら個人特定に役立つ状況情報を記載 

初診医師氏名 
 

 

一般診療版 J-SPEED2018 当てはまるもの全てに☑ 

バイタルサイン 

意識障害：□無・□有  呼吸数：  / min 

初診日 西暦         年       月       日 再 

診 
 

日 付 

/ 

再 

 々

診 

 

/ 

血圧：      /      mmHg 体温： ℃ 

D
em

o
gr

ap
h

ic
s

 年

齢 

         歳 脈拍：                         / min  整・不整   

□0 歳, □1-14 歳, □15-64 歳, □65歳- 
身長・体重 身長：        cm 体重：  / kg 

性
別
・
受
診
区
分 

1 □ 男性 □ □ 

2 □ 女性（妊娠なし） □ □ 
既往症 

□高血圧 □糖尿病 □喘息 □その他 

3 □ 女性（妊娠あり） □ □ 

4 □ 中等症（トリアージ黄色）以上 □ □ 
予防接種 

□麻疹 □破傷風 □今期インフルエンザ □肺炎球菌 

□風疹 □その他（                      ） 5  再診患者 □ □ 

H
ea

lt
h 

E
ve

nt
s 

外
傷
・環
境
障
害 

6 □ 頭頸・脊椎の重症外傷（PAT 赤） □ □ 
主訴 

 

7 □ 体幹の重症外傷（PAT 赤） □ □ 

8 □ 四肢の重症外傷（PAT 赤） □ □ 現病歴 
（日本語で記載）  

□外傷⇒黄色タグ以上は外傷版記録へ（J-SPEED は記入） 

□精神保健医療⇒精神保健医療版記録へ（J-SPEED は記入） 9 □ 中等症外傷（PAT 赤以外・入院必要） □ □ 

10 □ 軽症外傷（外来処置のみで加療可） □ □   

11 □ 創傷 □ □ 

12 □ 骨折 □ □ 

13 □ 熱傷 □ □ 

14 □ 溺水 □ □ 

15 □ クラッシュ症候群 □ □ 

症
候
・
感
染
症 

16 □ 発熱 □ □ 

17 □ 急性呼吸器感染症 □ □ 

18 □ 消化器感染症、食中毒 □ □ 

19 □ 麻疹疑い □ □ 

20 □ 破傷風疑い □ □ 

21 □ 急性血性下痢症 □ □ 

22 □ 緊急の感染症対応ニーズ □ □ 

高
度
医
療 

23 □ 人工透析ニーズ □ □ 

24 □ 外傷以外の緊急の外科的医療ニーズ □ □ 

25 □ 感染症以外の緊急の内科的医療ニーズ □ □ 

精
神 

26 □ 災害ストレス関連諸症状 □ □ 

27 □ 緊急のメンタル・ケアニーズ □ □ 

そ
の
他 

28 □ 深部静脈血栓症/肺・脳・冠動脈塞栓症疑い □ □ 

診断 

 
29 □ 高血圧状態 □ □ 

30 □ 気管支喘息発作 □ □ 

31 □ 緊急の産科支援ニーズ □ □ 

32 □ 皮膚疾患（外傷・熱傷以外） □ □ 

処置 

□無・□有 

33 □ 掲載以外の疾病 □ □ 

公
衆
衛
生 

34 □ 緊急の栄養支援ニーズ □ □ 

35 □ 緊急の介護/看護ケアニーズ □ □ 

36 □ 緊急の飲料水・食料支援ニーズ □ □ 

処方 

□無・□有 

37 □ 治療中断 □ □ 

P
ro

ce
du

re
 &

 O
u

tc
o

m
e 

実
施
処
置 

38 □ 高侵襲処置（全身麻酔・入院必要） □ □ 

39 □ 低侵襲外科処置（縫合・デブリドマン等） □ □ 

40 □ 四肢切断（指切断を除く） □ □ 

転帰 

□帰宅  
  

□搬送 → 搬送手段 

 搬送機関 

 搬送先 

  

  

□紹介 → 紹介先  

  

□死亡 → 場所 

 時刻 

 確認者 

41 □ 出産・帝王切開・その他産科処置 □ □ 

転
帰 

42 □ 医療フォロー不要（再診不要） □ □ 

43 □ 医療フォロー必要（再診指示） □ □ 

44 □ 紹介（紹介状作成等） □ □ 

45 □ 搬送（搬送調整実施等） □ □ 

46 □ 入院（自施設） □ □ 

47 □ 患者自身による診療継続拒否 □ □ 

48 □ 受診時死亡 □ □ 

49 □ 加療中の死亡 □ □ 

50 □ 長期リハビリテーションの必要性 □ □ 

C
o

nt
ex

t 

関
連
性 

51 □ 直接的関連あり（災害による外傷等） □ □ 

52 □ 間接的（環境変化による健康障害） □ □ 

53 □ 関連なし（悪性腫瘍等・診察医判断） □ □ 

対応者署名 
（判読できる文字で記載） 

所属（チーム名等） 医師 看護師 

保
護 

54 □ 保護を要する小児(孤児等) □ □    

55 □ 保護を要する成人高齢者 □ □ 

56 □ 性暴力 □ □ 

57 □ 暴力 (性暴力以外) □ □ 薬剤師 業務調整員 その他 データ入力 
追
加
症
候
群 

58 □  □ □     

59 □  □ □ 

60 □  □ □ 

<メモ> 

 

*追加症 候群は 保健医療調 整本部 等からの 指示に応じて集計 

メディカル ID＝西暦生年月日 8 桁＋性別＋氏名カタカナ上位 7 桁 

メディカル ID         
M 

 F 
       

2 頁/4頁 
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患者氏名 

（カタカナ） 

＊氏名不詳なら個人特定に役立つ状況情報を記載 

医師氏名 

＊本ページ を最初に利用した医師氏名 

 

日時 所見 
J‐SPEED 該
当ｺ ﾄー(4 度目

受診以降） 
処置・処方 

・診療場所 

・所属 

・医師等サイン 
     

 

メディカル ID＝西暦生年月日 8 桁＋性別＋氏名カタカナ上位 7 桁 

メディカル ID         
M 

 F 
       

  

3 頁/4 頁 
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患者氏名 

（カタカナ） 

＊氏名不詳なら個人特定に役立つ状況情報を記載 

医師氏名 

＊本ページを最初に利用した医師氏名 

 

日時 所見 
J‐SPEED 該
当ｺ ﾄー(4 度
目受診以降） 

処置・処方 

・診療場所 

・所属 

・医師等サイン 
     

 

メディカル ID＝西暦生年月日 8 桁＋性別＋氏名カタカナ上位 7 桁 

メディカル ID         
M 

 F 
       

 

4 頁/4 頁 

年 号　 西暦

明治40年 1907
45年 1912

大正元年 1912
5年 1916

10年 1921
15年 1926

昭和元年 1926
5年 1930

10年 1935
15年 1940

20年 1945
25年 1950
30年 1955

35年 1960
40年 1965

45年 1970
50年 1975

55年 1980
60年 1985

64年 1989
平成元年 1989

5年 1993
10年 1998

15年 2003
20年 2008

25年 2013
31年 2019

新年号元年 2019

99



項目は、 および必要記入項目です。

M T S H　　　年　　　月　　　日　　歳 男　　女

A　気道 □気道の異常有り（□ゴロゴロ音　□閉塞　□狭窄）→次ページ「A　気道の異常」項目へ

□気道開通（正常な発語あり）→下記「B　呼吸」項目へ

B　呼吸 SpO2　　　　％ 呼吸数　　　　回/分

努力様呼吸　□無　/　□有 呼吸音の左右差　□無　/　有（□右＞左　□右<左）

皮下気腫の有無　□無　/　有（□右　□左　□両側）  陥没呼吸　□無　/　□有

異常なければC項へ、異常あれば次ページ「B・Cの異常」項目へ

C　循環　心拍数　　回/分 血圧　　/　　　mmHg

ショックの徴候　□無　/　有（□冷汗　□血圧低下　□脈の異常）

活動性出血　□無　/　□有

超音波（エコー）検査

胸部X線写真  血胸・気胸　□無　/　有（□右　□左　□両側）

骨盤X線写真  不安定型骨盤骨折　□無　/　□有

異常なければD項へ、異常あれば次ページ「Cの異常」項目へ

D　中枢神経の機能障害　

意識レベル（ＧＣＳ）　　E   　  V        M　　　　合計　　　　　　3

Ｅ 開眼している Ｖ 時・場所・人を正確に言える Ｍ 命令に応じる

呼びかけで開眼する 混乱した会話 痛み刺激を払いのける

刺激で開眼する 不適当な単語 痛みに手足を引っ込める

何をしても開眼しない 無意味な発言 上肢の異常屈曲

  発声なし又は挿管中 四肢の異常伸展

全く動かない

瞳孔径(右　　　mm　左　　　mm)　対光反射(右　　　　左　　　) 片麻痺(　□無　/　□有)

「切迫 するD」　□無　/　有（□GCS 8点以下、□観察中にGCSで2点以上の低下、□瞳孔不同、

□片麻痺、□クッシング徴候）

異常なければ下記E項へ、異常あれば次ページのD項へ

保温に努め、全身観察　外傷（身体所見）の評価

Cr 圧挫症候群　□無　/　有（□四肢の狭圧、□麻痺、□感覚障害、□ポートワイン尿、□高カリウム血症、

□心電図異常　）

特記事項等（自由記載）

　確認時刻　　　月　　　日　　　時　　　分

＊氏名

E　保温と脱衣　　　　　　体温　　　　　　℃

1

3

2

1

 

2 4

1 3

2

＊

メディカルID＝西暦生年月日8桁＋性別＋氏名カタカナ上位7桁    例）１９５０年０９月０８日生まれ　男性　トヨトミヒデヨシ⇒　１９５００９０８Mトヨトミヒデヨ

メディカルID M
  F

　     災害診療記録２０１８ 外傷版 （初期評価）（表） 

4 6

3 5

＊生年月日　性別
年齢

5

4

 

 

□所見なし

所見有り（□心嚢　□モリソン窩　□脾周囲　□ダグラス窩　□右胸腔　□左胸腔）

＊氏名不詳なら個人特定に役立つ状況情報を記載 ＊年齢不詳の場合は推定年齢

改訂日 2018/10/31

100



項目は、 および必要記入項目です。

A　気道の異常　
□口腔内吸引　□エアウェイ
□気管挿管　 （挿管チューブ　内径　　　mm　　　　cm固定　カフ　　　ml）

□輪状甲状靭帯切開　 （気切チューブ　内径　　　mm　カフ　　　ml）

B・Cの異常　
□酸素投与(　　L/分）

□胸腔ドレナージ(□右　□左　□両側　サイズ　　　Fr　吸引圧　　　ｃｍH2O）
□気管挿管（挿管チューブ　内径　　　mm　　　　cm固定　カフ　　　ml）　
□人工呼吸（FIO2　　　　TV　　　ml　換気回数　　　回/分　　PEEP　　　cmH2O)

Cの異常
□圧迫止血　□細胞外液輸液　□心電図モニター

□心嚢穿刺・切開ドレナージ　□胸部X線撮影　□骨盤X線撮影
□骨盤シーツラッピング　□TAE　□外科的治療　□四肢の循環障害

Dの異常　
□酸素投与(　　L/分）
□気管挿管（挿管チューブ　内径　　　mm　　　　cm固定　カフ　　　ml）　

□頭部CT検査

その他の処置

□NG チューブ（　　　Fr　　　　cm固定）　

□動脈ライン（□右　□左　□上肢　□下肢） □末梢血検査 □血液ガス分析
□創傷処置（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
□投与薬物（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

受傷機転　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

傷病分類　 □頭頸部（□頭部外傷　□頸部外傷　□頸椎・頚髄損傷）　

□顔面 (□骨折 □眼損傷　□耳損傷 □鼻出血 □口腔損傷）

□胸部（□フレイルチェスト　□肋骨骨折（ □多発 ）　□血胸　□気胸）

□腹部（□腹腔内出血　□腹膜炎（□腹部反跳痛　□筋性防御）　□腎・尿路損傷（□肉眼的血尿）　）　

□四肢と骨盤（□両側大腿骨骨折　□開放性骨折　□脱臼　□切断　□骨盤骨折（□不安定型））　

□体表（□剝皮創　□穿通創　□挫創　□熱傷（□Ⅱ度　□Ⅲ度　面積　　　　％　□気道熱傷有）

□圧挫症候群　□胸・腰椎(髄）損傷　□低体温　□汚染（□化学物質　□放射線）

□その他の傷病名（身体所見）　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

必要な治療・処置

□外科的治療（□緊急手術を要す、□待機的手術を要す）　□輸血　□動脈塞栓術（TAE）　

□創外固定　□直達牽引　□創傷処置　□除染（□化学物質　□放射性物質）

□破傷風トキソイド　□抗破傷風免疫グロブリン　　　   

□その他（　　　　   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

診断、特記事項等（自由記載）

メディカルID＝西暦生年月日8桁＋性別＋氏名カタカナ上位7桁    例）１９５０年０９月０８日生まれ　男性　トヨトミヒデヨシ⇒　１９５００９０８Mトヨトミヒデヨ

□尿道バルーンカテーテル　　　Fr

　     災害診療記録２０１８ 外傷版 （緊急処置と外傷評価）（裏）

□末梢ルート①（　　　G　□右　□左　□上肢　□下肢）　　②（　　　G　□右　□左　□上肢　□下肢）

メディカルID M
  F

改訂日2 018/10/31
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歳 （フリガナ）

0歳 1～14歳 15～64歳 65歳～

男

女

支援者

避難所

病院・救護所

自宅

その他

眠れない

不安だ

災害場面が目に浮かぶ

ゆううつだ

体の調子が悪い

死にたくなる

周りから被害を受けている

物忘れがある

その他

話がまとまらない

怒っている

興奮している

話しすぎる

応答できない

徘徊している

自傷している

自殺を試みる

暴言・暴力をふるう

酒をやめられない

その他

F0：認知症，器質性精神障害

F1：物質性精神障害　    　　　　

F2：統合失調症関連障害

F3：気分障害

F4：神経症，ストレス関連障害

F5：心身症

F6：人格・行動の障害

F7：知的障害〈精神遅滞〉

F8：心理的発達の障害

F9：児童・青年期の障害

F99：診断不明

G40：てんかん

精神医療

身体医療

保健・福祉・介護

地域・職場・家庭等での対応

処方

入院・入所

地域の保健医療機関へ紹介・調整

傾聴・助言等

支援継続

支援終了

直接的関連

間接的関連

関連なし

メディカルID

なし

所属チーム名 相談者への対応者名

医師 看護師（保健師含む） 業務調整員

52 □ 精神科的緊急性 □ あり □

対応・引継
（処方内容含む）

□

転帰
48 □

49 □

災害と精神的健康
状態の関連

（医師による判断）

50 □

51 □

対応

44 □

45 □

46 □

47 □

必要な支援

40 □

41 □

42 □

43

現症

□

39 □

I
C
D
分
類

（
医
師
に
よ
る
診
断

）

28 □

29 □

30 □

31 □

32 □

精
神
的
健
康
状
態

34 □

35 □

36 □

37 □

38

33 □

家族・友人の死亡・行方不明

23 □

現病歴

24 □

25 □

26 □

27 □

行
動
上
の
問
題

17 □

18 □

19 □

20 □

22 □

なし

13 □

14 □

生活歴

15 □

16 □

□ 自身の負傷

21 □ □ 家屋の損壊または浸水

家　　  族： □ あり □ なし

被災状況： □

本
人
の
訴
え

8 □ 〔携帯〕電話番号

9 □
既往精神疾患 □ □ 不明

10 □

11 □

内服薬12 □

あり （ ） □

6 □
避難所・救護所名

7 □

属性 3 □

住所

対応した場所

4 □

5 □

年齢
　　　　　　　

相談者氏名□ □ □ □

性別
年 月 日

1 □

2 □ 生年月日 西暦 ・ 大正 ・ 昭和 ・ 平成

災害診療記録２０１８（精神保健医療版）

精神保健医療版J-SPEED　あてはまるもの全てに☑ 相談対応日 西暦  ・ 平成 年 月 日

改訂日 2018 /10/31

b
D
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３－７ 災害時における医療救護活動についての協定書 
 

 

 平塚市（以下「甲」という。）と一般社団法人平塚市医師会（以下「乙」という。）は、

災害時の医療救護活動について次のとおり協定を締結する。 

 

 （協力の要請） 

第１条 甲は、平塚市内に災害が発生し、又は発生するおそれがあり乙の協力を必要とする

ときは、乙に対し、次に掲げる事項を明らかにして応援要請をするものとする。 

 (1) 災害の状況 

 (2) 応援を必要とする事由 

 (3) 応援を必要とする場所及び人員 

 (4) その他必要な事項 

 

 （要請に対する協力） 

第２条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、やむを得ない事由のない限り、要請

に応じるものとする。 

 

 （医療救護計画の作成） 

第３条 乙は、医療救護活動の円滑な実施を図るため、医療救護活動に関する計画を策定し、

これを甲に提出するものとする。 

２ 前項の医療救護計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

 (1) 医療救護班の編成 

 (2) 医療救護班の活動指針 

 (3) 関係機関との情報連絡体制 

 (4) 指揮系統 

 (5) その他必要な事項 

 

 （医療救護班の業務） 

第４条 乙が派遣する医療救護班は、甲が設置する臨時救護所、災害時地域医療機関又は避

難施設において、医療救護活動を行うものとする。 

なお、災害時地域医療機関は、平塚市保健センター内の平塚市休日・夜間急患診療所に

設置する。 

２ 医療救護班の業務は、次のとおりとする。 

 (1) 傷病者の傷病の程度の診断 

 (2) 傷病者に対する応急処置及び医療 

 (3) 傷病者の受入れ医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

 (4) 死亡の確認及び死体の検案 

 (5) その他状況に応じた必要な措置 

 

 （医薬品等の供給） 

第５条 乙が派遣する医療救護班が使用する医薬品等については、原則として甲が供給する

ものであるが、必要に応じて当該医療救護班が携行するものを使用する。 

 

 （費用弁償等） 

第６条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負

担するものとする。 

 (1) 医療救護班の派遣に要する経費 

 (2) 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の経費 
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 (3) 医療救護班の医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死亡した

場合の扶助費 

２ 前項の規定による費用弁償等の額については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 

 

 （訓練） 

第７条 乙は、甲から要請があった場合は、甲が実施する訓練に参加協力するものとする。 

 

 （報告） 

第８条 乙は、医療救護活動を実施した場合、医療救護活動に関する業務の実績を甲に報告

するものとする。 

 

 （協議） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定め

る。 

 

 （有効期間） 

第10条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成２８年３月３１日までとする。ただ

し、この協定の有効期間の満了する日の１か月前までに、甲又は乙から何らの意思表示が

ないときは、期間満了の日の翌日から１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各１通を保有

する。 

 

 

 

 

     平成２７年４月１日 

 

 

 

                     甲 平塚市浅間町９番１号 

                       平塚市 

                       市長   

 

 

                     乙 平塚市東豊田４４８番地３ 

                       社団法人平塚市医師会 

                       会長   
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３－８ 平塚市医師会災害時における医療救護実施計画 

 

 

Ⅰ （目的） 

  この計画は災害時において医療機関の機能が一時的に混乱した場合、平塚市医師会が

平塚市の要請に基づいて被災者に対し、応急的に医療を行うなど、救護活動を展開する

為に必要な基本的事項を定めるものとする。 

Ⅱ （災害救護本部の設置） 

 (1) 救護本部を統括する為に、災害救護本部をおく。 

    本部は平塚市医師会内におく。 

 (2) 本部長は医師会長、副本部長は副会長とし、これにそれぞれの分担を定めた一部の

理事を本部要員としておき、救護活動の推進にあたる。 

Ⅲ （救護隊の組織） 

 (1) 臨時救護所及び災害時地域医療機関ごとに、会員を配置して救護隊を編成する。 

 (2) 本部長は状況により組織の編成を調整し、その他の指示を与えることが出来る。 

Ⅳ （臨時救護所及び災害時地域医療機関の設置） 

 あらかじめ指示した１１か所に臨時救護所を、平塚市休日・夜間急患診療所を災害時地

域医療機関とし市が設置する。 

Ⅴ （臨時救護所及び災害時地域医療機関の内容） 

 (1) 臨時救護所及び災害時地域医療機関は市が職員を配置して、保守管理にあたる。 

 (2) 看護師及び看護補助者等は市が予め確保する。 

 (3) 医療資材は市が用意し、その補給は迅速且つ的確に行う。 

 (4) この計画による医療資材は市の備蓄するものを使用することを原則とし、隊員が携

行した医薬品等を使用した場合、市が実費弁償するものとする。 

Ⅵ （救護活動方針） 

  臨時救護所における救護活動は、概ね次の通りとする。 

 (1) 負傷者、病人の医療救護 

 (2) 重症者の応急措置及び収容病院への移送指示 

この場合の収容医療機関は、市内公私立病院及び有床診療所等とする。 

 (3) 救護活動の状況の記録及び報告 

 (4) その他必要なこと 

Ⅶ （救護隊員の費用及び補償等） 

  次の経費は市が負担するものとする。 

 (1) 救護に要する経費及び救護隊員の出動費 

 (2) 救護活動に基づく隊員の負傷、疾病又は死亡に対する扶助費 

Ⅷ （その他） 

  別表並びにこの計画に定めない必要事項が生じた場合は理事会の議を経て決定する。 
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３－９ 平塚市医師会災害救護本部組織表 

 

 

 

  《平塚市医師会災害時における医療救護実施計画関係》 

 

                             議長又は副議長 

                                副部長（第一副会長）       

                                （情報連絡）      総務担当理事 

                                                           

 

部長（会長） 

 

                              

                                副部長（第二副会長）      地域保健対策担当理事 

                     （資材供給）      

                                                           

 

 

 

 

                                支部長付 

                 経理・経済福祉担当理事 

                 事務長 
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３－１０ 災害時における医療救護活動についての協定書 
 

 

 平塚市（以下「甲」という。）と社団法人平塚歯科医師会（以下「乙」という。）は次のと

おり協定を締結する。 

 

 （協力の要請） 

第１条 甲は、平塚市内に災害が発生し、又は発生するおそれがありこの協力を必要とすると

きは、乙に対し、次に掲げる事項を明らかにして応援要請をするものとする。 

 (1) 災害の状況 

 (2) 応援を必要とする事由 

 (3) 応援を必要とする場所及び人員 

 (4) その他必要な事項 

 

 （要請に対する協力） 

第２条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、やむをえない事由のない限り、要請に

応じるものとする。 

 

 （医療救護計画の作成） 

第３条 乙は、医療救護活動の円滑な実施を図るため、医療救護活動に関する計画を策定し、

これを甲に提出するものとする。 

２ 前項の医療救護計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

 (1) 歯科医療救護班の編成 

 (2) 歯科医療救護班の活動指針 

 (3) 関係機関との情報連絡体制 

 (4) 指揮系統 

 (5) その他必要な事項 

 

 （歯科医療救護班の業務） 

第４条 乙が派遣する歯科医療救護班は、甲が設置する臨時救護所または避難施設において、

医療救護活動を行うものとする。 

２ 歯科医療救護班の業務は次のとおりとする。 

 (1) 歯科医療を必要とする傷病者に対する応急処置及び医療 

 (2) 歯科医療を必要とする傷病者の受入れ医療機関（以下「後方医療機関」という。）へ

の転送の要否及び転送順位の決定 

 (3) 警察からの要請に基づく死体の個人識別、検案等への協力 

 (4) その他状況に応じた必要な措置 

 

 （医薬品等の供給） 

第５条 乙が派遣する歯科医療救護班が使用する医薬品等については、原則として甲が供給す

るものであるが、必要に応じて当該医療救護班が携行するものを使用する。 

 

 （費用弁償等） 

第６条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の経費は、甲が負担

するものとする。 

 (1) 歯科医療救護班の派遣に要する経費 

 (2) 歯科医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の経費 
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 (3) 歯科医療救護班の歯科医師等が医療救護活動において負傷し、疾病にかかり、又は死

亡した場合の扶助費 

 (4) 前項の定めによる費用弁償等の額については、甲乙協議の上、別に定めるものとする。 

 

 （報告） 

第７条 乙は、医療救護活動を実施した場合、医療救護活動に関する業務の実績を甲に報告す

るものとする。 

 

 （協議） 

第８条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上定める。 

 

 （有効期間） 

第９条 この協定の有効期間は、協定締結の日から平成１３年３月３１日までとする。ただし、

この協定の有効期間の満了する日の１ヵ月前までに、甲又は乙から何らの意思表示がないと

きは、期間満了の日の翌日から１年間延長するものとし、以後も同様とする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙双方記名押印の上、各１通を保有す

る。 

 

 

 

 

     平成１２年８月２３日 

 

 

 

                     甲 平塚市浅間町９番１号 

                       平塚市 

                       市長   

 

 

                     乙 平塚市中里３４番１７号 

                       社団法人平塚歯科医師会 

                       会長   
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３－１１ 平塚歯科医師会災害時における医療救護実施計画 

 

１ （目的） 

  この計画は、災害時において医療機関の機能が一時的に混乱した場合、平塚歯科医師会が

平塚市の要請に基づいて被災者に対し、応急的に歯科医療、巡回指導および口腔ケアを行う

など、救護活動を展開するために必要な基本事項を定めるものとする。 

 

２ （災害救護本部の設置） 

 (1) 救護活動を統括するために、災害対策本部を置く。 

本部は、平塚歯科医師会「事務局」に置く。 

 (2) 本部長は平塚歯科医師会会長、副本部長は平塚歯科医師会副会長とし、これにそれぞ

れの分担（構成単位）を定めた理事および事務局などを本部構成員として置き、救護

活動の推進に当たる。 

 

３ （救護隊の組織） 

 (1) 平塚市内を６地区に分け、これに地区内の会員を配置して救護隊を編成する。 

 (2) 本部長および災害歯科医療コーディネーターは状況により組織の編成を調整し、その

他の指示を与えることができる。 

 

４ （臨時救護所の設置） 

 (1) あらかじめ定めた１１ヵ所に臨時救護所を市が設置する。 

 

５ （臨時救護所の内容） 

 (1) 臨時救護所は市が職員を配置して運営に当たる。 

 (2) 必要な歯科衛生士や歯科技工師等は歯科医師等が確保する。 

 (3) 最小限の医療資材を準備し、その補給は迅速かつ的確に行う。 

 (4) この計画により医薬品等を使用した場合、市が実費弁償するものとする。 

 

６ （救護活動方針） 

  臨時救護所における救護活動は、概ね次のとおりとする。 

 (1) 歯科治療が必要な人の医療救護 

 (2) 歯科治療が必要な人の収容医療機関への移送の要否の決定 

この場合の収容医療機関は、歯科のある市内公私立病院および災害時の非常電源や医

療施設等を確保できる診療所等とする。 

 (3) 救護活動状況の記録および報告 

 (4) 避難施設への歯科の巡回指導および口腔ケアの実施 

 (5) その他必要なこと 

 

７ （救護隊員の費用及び補償等） 

 (1) 次の経費は市が負担するものとする。 

    救護に要する経費および救護隊員の出動費 

 (2) 救護活動に基づく隊員等の負傷、疾病又は死亡に対する扶助費 

 (3) その他災害対策基本法で措置されるもの 

 

８ （その他） 

  別表並びにこの計画に定めのない必要事項が生じた場合は、理事会の議を経て決定する。 
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３－１２ 平塚歯科医師会災害対策本部組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）  （   ） 内は、 一般 社団法 人平塚 歯科 医師会 の役職 を示 す。 

副本部長 

（副会長） 

本部長 

（会長） 

事務局 

（事務局長） 

災害歯科医療コーディネーター 

（専務理事・庶務担当理事） 

情報連絡部 

(常務理事) 
(学術担当理事) 

（広報担当理事） 

歯科医療救護部 

(常務理事) 
(医療保険担当理事)  

（高齢者歯科担当理事） 
(部会担当理事) 

資材供給部 

(常務理事) 
(公衆衛生担当理事) 

（地域医療厚生担当理事） 

身元確認部 

（警察協力歯科医） 
（警察協力医会） 

 

会計部 

(会計担当理事) 
（事務局長） 
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３－１３ 災害時における医療救護活動及び医薬品等の調達に関する協定書 

 
 平塚市（以下「甲」という。）と公益社団法人平塚中郡薬剤師会（以下「乙」という。）は、平塚市内に

おいて地震、風水害及びその他の災害（以下「災害」という。）が発生し、甲が医療救護活動を実施する

際、薬剤師の派遣並びに必要な医薬品及び医療器材（以下「医薬品等」という。）の供給確保を図るため、

次のとおり協定を締結する。 
 
（趣旨） 
第１条 この協定は、医療救護活動及び医薬品等の調達に関し、甲が実施する医療救護活動に乙が協力す

ることについて、必要な事項を定める。 
 
（協定の内容） 
第２条 甲は、災害時に医療救護活動を行うために救護所を開設し、かつ、協力が必要と認めるときは、

乙に対し救護所へ薬剤師の派遣を要請する。 
２ 甲は、災害時において医薬品等の確保を図る必要があると認めるときは、乙に対し医薬品等の調達を

要請する。 
３ 甲は、平時から災害に備えるために実施する救護所訓練等への参加を乙に対し要請する。 

 
（要請の方法） 
第３条 前条第１項及び前条第２項の規定による要請は、医薬品等調達要請書（第１号様式）により行う

ものとする。ただし、緊急を要するときは、電話その他の方法により要請することができる。この場合

において、甲は、事後において速やかに医薬品等調達要請書を提出するものとする。 
 
（要請に対する措置） 
第４条 乙は、前条の規定による甲の要請に対し積極的かつ優先的にこれに応じ、救護所における調剤及

び服薬指導並びに医師等に対する医薬品等の選択及び適正使用について助言等を行うものとする。 
２ 乙は、前条の規定による要請を受けたときは、特段の事由がある場合を除き、これに応ずるものとす

る。 
 
（医薬品等の調達数量） 
第５条 医薬品等の調達数量は、乙が現に保有し、確保できる数量とする。 
 
（医薬品等の引渡し） 
第６条 医薬品等の引渡場所は甲が指定するものとし、甲は当該場所へ職員を派遣し、医薬品等を確認の

上これを引き取るものとする。 
２ 前項の規定にかかわらず、必要が生じたときは、乙が指定する場所を引渡場所とすること又は乙によ

り救急医薬品を搬送させることができる。 
 
（費用負担等） 
第７条 甲の要請に基づき、乙が医療救護活動及び医薬品等の調達を実施した場合に要する次の費用は、

甲が負担するものとする。 
（１）薬剤師の派遣に要する経費 
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（２）医薬品等の実費 災害発生時直前における適正な価格とする。 
２ 乙は、前項第１号に規定する費用を請求しようとするときは、費用弁償等請求書（第２号様式）を、

同項第２号に規定する費用を請求しようとするときは、医薬品等調達費用請求書（第３号様式）を甲に

対し提出するものとする。 
３ 前項の請求があったときは、甲は、その内容を確認し、適当と認めるときは、乙に費用を支払うもの

とする。 
 
（災害補償） 
第８条 甲の要請に基づき医療救護活動、医薬品等の調達活動又は救護所訓練等に従事した者が、その

ために負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、乙は、事故報告書（第４号様式）を速やかに甲

に提出するものとする。この場合において、甲は、当該従事者又はその遺族に対し、平塚市消防団員

等公務災害補償条例（昭和３２年平塚市条例第１３号）の規定の例により、その都度協議して損害補

償を行うものとする。 
  ただし災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）又は労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５

０号）の規定が適用された場合には、適用された法の規定に基づき補償するものとする。 
 
（連絡責任者） 
第９条 要請及び協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、甲乙ともに連絡責任者を定めてお

くものとする。 
 
（協議） 
第 10 条 この協定に定めのない事項又はこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとす

る。 
 
（有効期間） 
第 11 条 この協定の有効期間は、協定締結の日から令和３年３月３１日までとする。ただし、その期間

の満了の日の１か月までに、甲乙いずれからも何らの意思表示がないときは、その期間の満了の日の翌

日から１年間自動延長するものとし、以後も同様とする。 
 
  平成２４年１２月１８日に甲乙間で締結した応急物資及び生活必需物資の調達に関する協定書は、 
この協定の締結をもって失効する。 

  この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。 
 

令和３年２月５日 
 

                    甲  神奈川県平塚市浅間町９番１号 
                       平 塚 市 
                            市長 
 
 
                    乙  神奈川県平塚市東豊田４４８番地の３ 
                       公益社団法人 平塚中郡薬剤師会 
                            会長 
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第１号様式（第３条関係） 
 

医 薬 品 等 調 達 要 請 書 
 

 年 月 日  
 

公益社団法人平塚中郡薬剤師会 
会長 

 
                      平塚市長       ○印  

 
 
  災害時における医療救護活動及び医薬品等の調達に関する協定書第３条の規定に

より、次のとおり協力を要請します。 
要請の日時      年   月   日（ ）  時    分 

担 当 者 
課名・職名・氏名 
連絡先電話番号 

 
 
 
 
 
 
要 請 内 容 

（１）薬剤師の派遣要請 
①要請内容  
②要請人数  
③活動場所  
④活動期間  

（２）医薬品等の調達要請 
要請する医薬品等 数量 

  
  
  
  
  
  

引 渡 期 日       年   月   日（  ） 
引 渡 場 所  
引 渡 方 法 □市職員を派遣  □その他（      ） 

 

備  考 
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第２号様式（第７条関係） 
 

費 用 弁 償 等 請 求 書 
 

 年 月 日  
 

 
平塚市長 

 
 

公益社団法人 平塚中郡薬剤師会  
     会長        ○印   

 
  災害時における医療救護活動及び医薬品等の調達に関する協定書第７条第 
２項の規定により、薬剤師の派遣に要した経費について、次のとおり請求しま

す。 
 
 
 
 
 １．請求金額                           円 
  
 
 ２．請求内訳 
（１） 薬剤師の派遣に要した経費                 円 

 
 

（２） その他実費                         円 
 
 

 ３．添付書類 
（１）調達活動に従事した薬剤師名簿 
（２）その他実績の内訳書 
（３）その他関連書類（薬剤師の派遣に要した経費の内訳など） 
 
 
 
 

114



 
（１）調達活動に従事した薬剤師名簿 

従事日 従事場所 従事者名(所属) 従事者の住所 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
（２）その他実費の内訳書 

項 目 単価 金 額 備 考 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

小   計   
消 費 税   
合   計   
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第３号様式（第７条関係） 
 

医 薬 品 等 調 達 費 用 請 求 書 
 

 年 月 日  
 

平塚市長 
 
 

公益社団法人 平塚中郡薬剤師会  
  会長        ○印   

                        

  災害時における医療救護活動及び医薬品等の調達に関する協定書第７条第

２項の規定により、救急医薬品の実費について、次のとおり請求します。 
 
 
 
 
 １．請求金額                          円 
 
 
 ２．請求内訳 
   別紙「内訳書」のとおり 
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内 訳 書 
 

医薬品等名 数 量 単 価 金 額 引渡し日等 
 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

小   計   
消 費 税   
合   計   
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第４号様式（第８条関係） 
 

事 故 報 告 書 
 

 年 月 日  
 
  平塚市長 
 
                   公益社団法人 平塚中郡薬剤師会  

 会長        ○印   
 
 医療救護活動及び医薬品等の調達中に（負傷・疾病・死亡）、事故が発生し

たので、関連書類と併せ、災害時における医療救護活動及び医薬品等の調達に

関する協定書第６条の規定により、次のとおり報告します。 
 
【事故の概要】 
事 故 の 種 類    □負傷   □疾病   □死亡 
発 生 年 月 日      年  月  日（  ）   時   分ごろ 
発 生 場 所  
氏  名  性別 □男 □女 年齢   歳 
住  所  電話  

 
傷病名等 

傷 病 名  

程  度 □重症  □中等症  □軽症  □死亡 

医療機関名  

転  帰  

 
事故時の概要  
 

 

事故の原因  

 
その後の対応  

 

 

 
特 記 事 項 
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３－１４ 災害時における応急救護活動の協力に関する協定書 

 

 

 平塚市（以下「甲」という。）と平塚市赤十字奉仕団（以下「乙」という。）は平塚市内

に発生し、又は発生するおそれがある地震、風水害、その他の災害（以下「災害」という。）

時における乙の応急救護活動の協力について、次のとおり協定を締結する。 

 

 （協力の要請） 

第１条 甲は、平塚市内に災害が発生し、又は発生するおそれがありこの協力を必要とする

ときは、乙に対し、次に掲げる事項を明らかにした応援要請書（様式第１号）により要請

するものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法により要請し、事

後要請書を提出するものとする。 

 (1) 災害の状況 

 (2) 応援を必要とする事由（目的） 

 (3) 応援を必要とする場所及び人員 

 (4) 応援を必要とする期間及び活動内容 

 (5) その他必要な事項 

 

 （要請に対する協力） 

第２条 乙は、前条の規定により甲の要請を受けたときは、やむをえない事由のない限り、

他の業務に優先して要請に応じるものとする。 

 

 （協力の結果報告） 

第３条 乙は、甲の要請に基づいて協力したときは、速やかに甲に対し、実施報告書（様式

第２号）により、次に掲げる事項を報告するものとする。ただし、緊急を要する場合は、

電話又はその他の方法により報告し、事後報告書を提出するものとする。 

 (1) 応援に協力した場所（救護所） 

 (2) 応援に協力した期間 

 (3) 応援に協力（出動）した者の氏名 

 (4) その他必要な事項 

 

 （災害補償） 

第４条 甲の要請に基づいて応急救護活動に従事した者が死亡し、負傷し若しくは疾病にか

かり、又は応急救護活動に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは

疾病にかかった場合には、本人又は遺族に対し、平塚市消防団員等公務災害補償条例（昭

和３２年平塚市条例第１３号）の例により、その都度甲乙協議して損害補償を行うものと

する。 

 

 （連絡責任者等） 

第５条 要請及び協力に関する事項の伝達を正確かつ円滑に行うため、甲及び乙はそれぞれ

連絡責任者、連絡者及び連絡補助者をおくものとする。 

 

 （協力人員等の報告） 

第６条 乙は、この協定による協力できる人員等を、甲に文書により報告するものとする。 
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 （協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及び協定の内容に疑義を生じたときは、その都度甲乙協

議して定めるものとする。 

 

 （協定の期間） 

第８条 この協定は平成１７年１１月１６日から適用し、平成１８年３月３１日までとする。

ただし、甲又は乙から期間満了１か月前までに相手方に対し、書面による別段の意思表示

がない場合は、本協定を１年間更新し、以後同様とする。 

 

 

 この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自１通を保有す

るものとする。 

 

 

    平成１７年１１月１６日 

 

 

                     甲 平塚市浅間町９番１号 

                       平塚市 

                        市 長   

 

 

 

                     乙 平塚市浅間町９番１号 

                       平塚市赤十字奉仕団 

                        委員長   
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 様式第１号 

 

             応 急 救 護 の 応 援 要 請 書                                   

 

                                 年  月  日 

 

   平塚市赤十字奉仕団 

    委員長        様 

 

 

                             平塚市長  

 

 

 

  次のとおり応急救護の応援を要請します。 
 
 

  項    目 

 

        内             容 

 

 

 

 災 害 の 状 況                 

 

 

 

 

 

 応援を必要とする 

 

 場 所 及 び 人 員 

 

 

 

 

 応援を必要とする 

 

 期間及び活動内容 

 

 

 

 その他必要な事項 
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 様式第２号 

 

             応 急 救 護 実 施 報 告 書                                   

 

                                 年  月  日 

 

   平塚市長 様 

 

 

                           平塚市赤十字奉仕団 

                           委員長 

 

  次のとおり応急救護を実施しましたので報告します。 
 
 

 

 応 援 に 協 力 し た 

 場 所 （ 救 護 所 ） 

 

  

 

 応 援 に 協 力 し た 

 期 間 

 

 

 

 

 

 

 応援に協力（出動） 

 

 し た 者 の 氏 名                   

 

 

 

 

 そ の 他 必 要 事 項 
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３－１５ 医療機関等 
                                  
１ 保健福祉事務所・医師会・薬剤師会 
 

 

名      称 
 

 

所   在   地 
 

 

電  話 
 

 

備      考 
 

 

 神奈川県平塚保健福祉事務所 
 

 

 平塚市豊原町6-21 
 

 

  32-0130 
 

 

 
 

 

 (一社)平塚市医師会 
 

 

  〃 東豊田448-3 
 

 

  52-0355 
 

 

 
 

 

 (一社)平塚歯科医師会 
 

 

  〃 東豊田448-3 
 

 

  26-8255 
 

 

 
 

 

 (公社)平塚中郡薬剤師会 
 

 

  〃 東豊田448-3 
 

 

  26-8500 
 

 

 
 

 
２ 医療法第１条の５第１項に基づく病院（２０床以上） 
                                令和７年２月現在 
 

 
名    称 

 

 
住   所 

 

 
電 話 

 

 
診療科目 

 

 
病床数 

 

 
備   考 

 
 
 ふれあい平塚 
ホスピタル 
 

 
 平塚市 
 袖ケ浜1-12 
 

 
22-4105 

 

 
内･呼内･消内・循内・外・消
外・整・リハ・放・皮 

 

 
１２５ 

 

 
  
 

 
 平塚共済病院 
 

 
  〃 

 追分9-11 
 

 
32-1950 

 

 
内･呼内･消内・循内・小・精・

脳神 内・外 ・整 ・脳外 ・心
血・ 産婦・ 眼・ 耳咽・ 皮・

泌・ リハ・ 放・ 麻・リ ウマ

チ・病診・血内・腎内・形・
代内内 

 
４４１ 

 

 
救急病院 

地域医療支援病院 
 

 
 済生会湘南平塚病院 
 

 
  〃 
 宮松町18-1 
 

 
71-6161 

 

内・呼内・消内・循内・神内・

外・消外・リ・整・脳外・泌・リ

ハ・放・皮 

 
１７６ 

 

 
 救急病院 
 

 くらた病院 

 
  〃 

 東真土4-5-26 

 
53-1955 

 
内･外･乳外・整・神内・糖内 

 

 
７９ 

 

 
  

 

 
 平塚病院 
 

 
  〃 

 出縄476 
 

 
32-0380 

 

 
心内・精 
 

 
２９８ 

 

 
 

 
 

 
 富士見台病院 
 

 
  〃 
 土屋1645 
 

 
58-0186 

 

 
内･精 

 

 
３０５ 

 

 
 
 
 

 
 平塚市民病院 

 

 
  〃 
 南原1-19-1 

 

 
32-0015 

 

内･消内・循内・小・精・神

内・外・乳外・整・脳外・形・

心血・産婦・眼・耳咽・皮・
泌・リハ・麻・呼内・救・呼

外・血外・消外・放診・放治・

腎内代内・緩ケ内・病診 

 
４１６ 

 

 
救命救急センター 

災害拠点病院 
救急病院 

地域医療支援病院 

 
 平塚十全病院 
 

 
  〃 
 出縄550 
 

 
32-8511 

 

 
 内･リハ・皮 
 

 
２３０ 

 

 
 
 
 

 
 高根台病院 
 

 
 〃 

 高根191 
 

 
34-3701 

 

 
 内･リハ 
 

 
２３６ 
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３ 休日(夜間)急患診療所 
                 令和７年２月現在 
 

 

名     称 
 

 

住   所 
 

 

電  話 
 

 

診療科目 
 

 

 平塚市 
 休日・夜間急患 

診療所 
 

 

 平塚市 
東豊田448-3 

 

 

 
55-2145 

 

 

内科･小児科･

外科･耳鼻咽
喉科･眼科 

 

 平塚市 
休日急患・障がい者
歯科診療所 

平塚市 
東豊田448-3 
 

55-2176 
 

歯科 

 
 
４ 市内人工透析施設 

                      令和７年２月現在 
 

 

 名       称 
 

 

 住    所 
 

 

 電  話 
 

 

 透析ベッド数 
 

 

 備         考 
 

 

 医療法人社団松和会
望星平塚クリニック 

 

 

 平塚市 
 代官町23-1 
 

 

23-5606 
 

 

７４ 
 

 

 
 
 

 

 えいじんクリニック 
 

 

  〃 
 東真土4-5-25 
 

 

53-3211 
 

 

４８ 
 

 

 
 
 

 

 平塚市民病院 
 

 

  〃 
 南原1-19-1 
 

 

32-0015 
 

 

５ 
 

 

 
 
 

 

 ひら つか生 活習 慣
病・ 透析クリニック 
 

 

  〃 
 宝町11-14 
 

 

21-5776 
 

 

３０ 
 

 

 
 
 

 

 平塚共済病院 
 

 

  〃 
 追分9-11 
 

 

32-1950 
 

 

２８ 
 

 

 

 くらた病院 
 

 

  〃 
 東真土4-5-26 
 

 

53-1955 
 

 

１７ 
 

 

 
 
 

 

 医療法人社団旺巳会
湘英クリニック平塚
医院 

 

 

  〃 
 南豊田314-1 
 

 

37-6220 
 

 

２０ 
 

 

 

 ふれあい平塚 
ホスピタル 

 

 

  〃 
 袖ケ浜1-12 
 

 

22-4105 
 

 

２０ 
 

 

 

 湘南GPクリニック 
 

 

  〃 
 四之宮2-23-30 
 

 

24-7060 
 

 

２０ 
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３－１６ 公益社団法人神奈川県医師会 救護隊規程 

 

神 医 規 程  第１５号 

昭和４０年 ３月 ８日  

昭和６３年 ３月１６日一部改正 

平成 ５年 ３月１６日一部改正 

平成２３年１０月１８日一部改正 

 

（趣 旨） 

第１条 定款第４条第１３号により神奈川県医師会救護隊（以下「救護隊」という。）を設ける。 

（目 的） 

第２条 救護隊は、災害発生の場合、必要に応じて応急救護を行うことを目的とする。 

（災害の範囲） 

第３条 災害とは、台風、豪雨、津波、地震、火災、交通災害、爆発その他これに類するもので

あって、知事又は市町村長が緊急措置を実施する必要があると認めた事態をいう。 

（隊 員） 

第４条 隊員は、神奈川県医師会員をもって充てる。 

（組 織） 

第５条 救護隊の組織は、神奈川県医師会に救護隊本部を、郡市医師会に救護隊支部を設ける。 

（構 成） 

第６条 救護隊の構成は、次のとおりとする。 

(1) 本 部 長     神奈川県医師会長 

(2) 副本部長     神奈川県医師会副会長 

(3) 本 部 員 若干名 神奈川県医師会理事中から本部長が指名する。 

(4) 支 部 長     郡市医師会長 

(5) 副支部長 若干名 支部長が指名する。 

（本部長の任務） 

第７条 本部長は、神奈川県及び関係市町村並びにその他の関係団体と連絡を保ちつつ、隊全般

の指揮を行うものとする。 

（副本部長の任務） 

第８条 副本部長は本部長を補佐し、本部長事故あるときは代行する。 

（救護隊の活動） 

第９条 本部に次の各部を置き、本部長の命令により活動する。 

(1) 総務部 
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(2) 資材供給部 

(3) 連絡広報部 

(4) 機動部 

（支 部） 

第１０条 支部に現場救護待機班及び収容医療班を設ける。 

 

附  則 

１ この規程は、平成 ５年 ４月 １日から施行する。 

（施行期日） 

２ この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法

人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第１０６条第１項に定め

る公益法人の設立の登記の日から施行する。 
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３－１７ 神奈川県医師会救護隊規程施行細則 

 

 

第１条 神奈川県医師会救護隊規程第２条の目的を達成するため救護隊支部毎に若干の救

護班を編成する。 

第２条 救護班は班長以下班員若干名をもって編成し支部長の命令により活動する。 

  必要により支部長の認める補助員を編入することができる。 

第３条 本部長が必要と認めた時は、当該支部長に要請し支部救護班の派遣を求める。 

第４条 支部長は消防署、警察署その他より直接通報を受けた時は、状況判断によって救

護班の出動を命じ速やかに本部に報告し必要と認める関係団体と活動上の連携を密にす

る。 

第５条 本部長は支部長の報告により必要に応じ隣接郡市医師会救護班の出動を要請する。 

第６条 支部長は支部の構成並びに組織の一覧表を予め支部長に報告する。 

第７条 救護活動の迅速を期するため平常より連絡系統を確認する。 

第８条 規程第８条による各部は次の職務を分掌する。 

  １.総務部は庶務一般を処理する。 

  ２.資材供給部は救護資材を確保しこれを各支部に保管を依頼し不足に対しこれの補充

にあたる。 

  ３.連絡広報部は本部と各支部災害対策本部等の連絡及び広報並びに医療機関との折衝

にあたる。 

       ４.機動部は平常より災害時の態勢を整え災害時には連絡救護班員及び患者の搬送に協

力し資材供給の運搬にあたる。なお、神奈川県医療用自動車協会と連絡を密にする。 

第９条 本部旗、支部旗及び腕章等は別に決める。 

第10条 本部は若干名連絡員を選び本部との連絡にあたる。 

第11条 支部の救護に要する衛生材料の常備内容は別に決める。 

第12条 救護隊に要する費用は別に決める。 

第13条 連絡、報告及び指令に要する電話番号は別記する。 
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◎ 災害に対する救護隊支部編成基準 

           
           
           
           
           
            
           
           
          

 

 

◎ 災害時連絡系統 

  （次の系統図には官庁関係を掲載すべきであるがこれについては県衛生部の通知によ

り改めて連絡することとし医師会関係のみとした。） 

 

                   神奈川県医師会救護隊組織図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 収 容 所 救 護 班                     
 

 
 会 員 及 び 従 業 員                   
 

 
 待 機 救 護 班                     
 

 
 会 員 及 び 従 業 員                   
 

 
 
 郡 
 市 
 医 
 師 
 会 
 
 

 
 現 場 救 護 班                     
 

 
 会 員 及 び 従 業 員                   
 

 
  機 動 部             
 

 
  収容救護班 
 

 
  連絡広報部             
 

 
  資材供給部             
 

 
  待機救護班             
 

 
  総 務 部             
 

 
  現場救護班             
 

 
 神 本 
 奈 
 川  
 県 
 医 部 
 師 
 会 
 救  
 護(長)
 隊    
 員 
  
 045 
 (241) 
  7000 
 

 
 
 郡 支 
 
 
 市 
 
 
 医 部 
 
 
 師 
 
   
 会(長 )
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３－１８ 臨時救護所設置場所 

令和７年２月 

臨時救護所設置場所 
臨時救護所として 

使用する教室名等 
所   在   地 

太洋中学校  保健室   平塚市高浜台７－１ 

なでしこ小学校 普通教室    〃 花水台４２－１ 

松原小学校  保健室    〃 天沼７－１０ 

金田小学校  保健室    〃 入野５１４ 

大野小学校  

会議室 

（保健室隣） 
   〃 東真土２－１－１ 

神田小学校  保健室    〃 田村６－１－１ 

平塚球場 会議室    〃 大原１－１ 

岡崎小学校  保健室    〃 岡崎３４３０ 

旭小学校 ＰＴＡ室    〃 河内３０７ 

金目小学校  普通教室    〃 南金目９０７ 

富士見小学校 保健室    〃 中里１０−１ 

なお、臨時救護所設置場所が被害を受けたこと等により設置することができない場合には状況

等を判断し、他の適切な場所に設置する。 
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３－１９ 第二種感染症指定医療機関 

 

令和７年１月現在 
 

施   設   名 
 

 

所     在     地 
 

 

床   数 
 

 

 平塚市民病院（感染症病棟） 
 

 

 平塚市南原一丁目１９番１号 
 

 

     ６床 
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コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
等
支
援 

３－２０  建築物応急危険度判定活動体系図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

要請

平塚市災害対策本部   

参集

地元判定士 

被災現場 

判定活動 

必要な措置  

判定チーム編成 

被災地への派遣

報告

支
援 

支
援
要
請 

無被害市町村 

判定士 

派遣調整 派遣要請

一般財団法人 

神奈川県建築安全協会 

派遣協力 

 

県災害対策本部 

県土整備局建築住宅部

建築安全課 

（判定支援本部） 

参集

県平塚土木 

事務所 

支援

支援調整 

他県 

広域支援要請 

支援要請

支援 

県土木事務所 

無被害市町村 

判定主務課 
派遣要請 

協力要請
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建築物応急危険度判定標識 

（紙色は緑色）                （紙色は黄色） 

（紙色は赤色） 

平塚市 平塚市 

平塚市 
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３－２１ 被災宅地危険度判定活動体系図 
 
 
 
    派遣 
  

判定調査員派遣 
 
 
                      
                       

      
  
 
 
要請 
 
 
 
 
 
                                        

                            
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平塚市災対本部 
 
 

 
被

災

宅

地

危

険

度

判

定

士 
 

被災現場 

 
・判定活動 
 
・必要な措置  

 
県災対本部 

 
     
 県土整備局建築住

宅部建築安全課 
（協議会事務局） 
 

 

 
 
無被害市町村 

管轄土木事務所 
 

一般財団法人 
神奈川県建築安全協会 

報

告 

派遣要請 

派遣要請 

県平塚土 
木事務所 

派
遣
連
絡 

派
遣
要
請 

支
援 

支
援
調
整 

無
被
害
市
町
村 

判
定
主
務
課 

派遣要請 

派遣調整 

判定チーム編成 
被災地への派遣 
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被災宅地危険度判定標識 
 

   
                      （色は青色）                         （色は黄色）            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（色は赤色） 
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３－２２ 応急仮設住宅標準仕様 
 

モジュール 900㎜内外×900㎜内外 

構  造 軽量型鋼ブレース構造、木造軸組工法、木造枠組工法、その他 

基  礎 木杭＠900㎜内外   末口90㎜以上、鋼製束・プラ束＠900㎜内外 

屋根・樋 
折板葺き、小波板葺き ※下地・留付け等は「鋼板製屋根構法標準SSR2007」に準拠 

樋：有り又は無し 

天井・廻縁 下地：木製・鋼製 仕上：PBｔ9.5㎜以上（化粧PB・ビニールクロス貼り） 

廻縁：無し、木製、塩ビ製、樹脂化粧材、その他 

床 

床組 大引：鋼製・木製 根太：無し、木製45㎜×45㎜以上＠450㎜内外（＠303㎜内外） 

床下地 パネル+合板ｔ5.5㎜以上、合板または製材ｔ12㎜以上 

床仕上(居室等) パーケットフロアｔ12㎜、CFシートｔ1.8㎜以上（合板下地ｔ3㎜以上） 

タイルカーペットｔ2.7㎜以上（合板下地ｔ3㎜以上）、畳ｔ15㎜以上 

床仕上(押入等) 合板ｔ12㎜以上（２枚張り総計含む）、パーケットフロアｔ12㎜以上 

壁 

外壁 
カラー鋼板製パネル＋ふかし壁、木製下地+透湿防水シート+外装材 内部
仕上：PBｔ9.5㎜以上（化粧PB・ビニールクロス貼り） 

住戸内間仕切壁 下地：木製・鋼製 仕上：PBｔ9.5㎜以上（化粧PB・ビニールクロス貼り） 

住戸間間仕切壁

準耐火界壁 
下地：木製・鋼製      告示第1358号（準耐火構造）に適合し遮音性能を有すること 

（小屋裏の界壁については、天井仕様強化対応可） 

コンロ前 下地：鋼製・PBｔ9.5㎜以上 ケイカル板ｔ5㎜以上 

下地：木製・PBｔ12.5㎜以上 キッチンパネルｔ3㎜以上 

巾木・造作材等 木製・塩ビ製・樹脂化粧材・その他・無し 

建

具 

外部 

ガラス中央部の熱貫流率6.51以下 

必 須：玄関ドア（テラス戸含む） 

引違いテラス戸Ｗ1.6ｍ内外×Ｈ2ｍ内外：１カ所以上（中桟付:上部透明･下部型ｶﾞﾗｽ） 

※外部開口部は全て網戸付き（玄関ドアは除く） 

その他：引違い窓、縦・横スベリ出し窓、開き戸 適宜設置 

内部 カーテン、アコーディオンカーテン、木製開き戸 

台  所 ﾐﾆｷｯﾁﾝ1200・流し台750+ｺﾝﾛ台600+吊戸（6坪）    流し台1050+ｺﾝﾛ台600+吊戸（6坪・9坪・12坪） 

浴  室 1116以上 跨ぎ段差180㎜以下、手摺：内外１か所以上 

そ
の

他 

温熱環境 

(断熱材の選定) 

外皮平均熱貫流率UA：1.0以下、冷房期の平均日射熱取率ηAC：3.0以下の外皮性能とし適宜設 

定する ※UA値・ηAC値は、別に定める計算方法より検証すること 

 

小屋裏換気 
小屋裏給排気(天井面積比、1/300以上)、軒裏給排気(同、1/250以上)、       軒裏給気･小屋裏排気

(同、各1/900以上）、軒裏給気･排気塔排気(同、それぞれ1/900以上・1/1600以上) 

ＳＨ対策 ホルムアルデヒド発散建築材料：F4★認定品、規制対象外建築材料 

構造の安定 上部構造：耐震等級２（基準法の1.25倍）以上 耐風等級１（基準法）以上 

高齢者への配慮 高齢者等配慮対策等級（専用部分） 等級２（玄関の段差は除く） 

給

排
水

衛
生 

給水 VP管、HIVP管、PE管、適宜保温材 量水器（各戸設置）  流し前水栓：ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合水栓 

排水(汚・雑) VP管、VU管 （放流形式は地域指導による） 

給湯 
VP管、HIVP管、PE管、適宜保温材 

ガス給湯器：壁掛オート16号以上（追炊きあり） 給湯３ヶ所（キッチン・浴室・洗面） 

ガス プロパンガス（各戸設置）  SGP管、フレキ管 マイコンメーター、ガス漏れ警報器 

 

換気 

24時間第三種換気 局所換気３ヶ所（キッチン・浴室・トイレ） 

 給気口：ＤＫΦ150防虫網付 その他居室：Φ100フィルター付 

トイレ 洋風大便器（手洗い付） ペーパーホルダー、タオルリング等、手摺１か所 

その他 

洗面化粧台（一面鏡）W500㎜以上 タオルリング等（洗面）  タオル掛け（脱衣） 

住宅用火災警報器：キッチン(熱感知)・居室(煙感知) 

電
気

設
備 

幹線 単相三線式30A以上  原則引込戸数：６戸 CV22以上ー3C 

照明 
各居室：シーリング1ヶ所、浴室・トイレ：ダウンライト等各1ヶ所、流し元灯：1ヶ所  

入口灯：1ヶ所、その他：適宜 

コンセント 

一般(2口)：DK1ヶ所、居室2か所、ガス漏れ警報器1ヶ所 E付(2口)：3ヶ所（洗濯機用、トイレ、
冷蔵庫用）  防水E付：給湯器用1ヶ所  バラ：換気扇用3ヶ所、洗面化粧台1ヶ所、TVブースター1ヶ所

ＡＣ：1ヶ所（6坪）、2か所（9坪・12坪）  専用：電子レンジ1ヶ所 

スイッチ 各照明器具、浴室換気扇、トイレ換気扇 

電話 空配管CD22(通線ワイヤ) ノズルプレート 

テレビ 端子1ヶ所  空配管CD22(通線ワイヤ) アンテナ等：別途 

エアコン 1ヶ所：22型以上 
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備

品 

  住戸 

郵便受け：各住戸１ヶ所（壁付前入れ前出しＷ400㎜程度）  

室名札：各住戸１ヶ所 

玄関庇：D900㎜内外×Ｌ2,200㎜内外（床面積に含まれない形状とする） 

玄関段差解消タラップ：22/21以下、踏面195㎜以上 

物干し：柱取付タイプ１組（12坪：2組） 

付鴨居：各住戸１ヶ所（Ｌ2,400㎜以上） 

濡れ縁：各住戸１ヶ所（Ｚ600㎜内外×Ｌ2,000㎜内外） 

家庭用消火器：各住戸１ヶ所（４型程度） 

棟 

棟番号札：各棟２か所（妻側に設置）  

消火器：各棟１ヶ所（10型程度） 

防犯灯：各棟１ヶ所 

特記事項 

各協定団体は、本方針に基づき団体毎の基本仕様（案）を県に提出する。協議後、決定した基本仕様をそれ

ぞれ保管する。（基本仕様は５年程度を目途に再協議のうえ継続または更新する） 
発災後の建設時（着工前）には、根拠を示したうえで諸般の状況を踏まえた決定仕様を提出する。 

竣工後、別に定める様式（団地別の決定仕様について）を提出し、県基本方針と比較検証しデータを保存す
る。 

 

《標準仕様方針の解説》 

 
住宅性能表示制度における評価方法基準を準用し、下記基準を設定する。 

※基準は、直近の災害事例等を踏まえ、随時更新を行うものとする。 

 
■建具／外部：断熱等性能等級 等級３（平成４年基準相当） 

 入居期間が１年を越える場合があるため、等級３とする。 

 神奈川県（５～７地域）の場合、建具の仕様は一重で構造・材質は問わない。 
 ※代表的な仕様例である一重金属製単板ガラスの熱貫流率 6.51W/㎡･Kを使用。 

 

■温熱環境（断熱材の選定）：断熱等性能等級 等級３（平成４年基準相当） 
 入居期間が１年を越える場合があるため、等級３とする。 

 神奈川県（５～７地域）の場合、外皮平均熱貫流率 UA:1.54 W/(㎡･K)以下、冷房期の平均日照熱取得率ηAC:3.8以下だ

が、現在の各協定団体の断熱性能が UA:1.0､ηAC:3.0 を十分に満たすことが可能なことから数値を設定した。 
 ※日照取得率は 0.85η（透明ガラス 5mm）を使用。 

 

■小屋裏換気：劣化対策等級（構造躯体等） 等級３ 
 各協定団体の性能等を考慮し、適用可能であるため、等級３とする。 

 
■構造の安定：上部構造耐震等級２（基準法の 1.25 倍）以上、耐風等級１（基準法）以上 

 地震による大規模災害では、数年間に渡り余震が繰り返されることから、耐震等級２を満たす上部構造とする。 

「せん断力係数C0=0.20×1.25=0.25」 

 
■高齢者への配慮：高齢者等配慮対策等級（専用部分） 等級２以上（ただし、玄関の段差をのぞく） 

 高齢者等の入居と施工性に配慮し、等級２相当とする。 
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３－２３ ごみ収集関係車両一覧表 

                                 

令和６年１２月現在 

車      種 
 

台数 
 

職    員    数 
 備    考 

 運転員 
 

作業員 計  

 2トン じんかい車（可燃車） 
 

  １３ 
 

 

     

 

 
 

 3.5トン じんかい車（可燃車）   ２３ 
 

 
 

 4トン じんかい車（可燃車）   ０ 
 

 
 

 
 4トン じんかい車（不燃車） 
 

 
   ０ 

 

 
 

 
3.5トン じんかい車(不燃車) 
 

 
  ０ 

 深ダンプ    ３  

 

 
 

 平ボディートラック    ２ 
 

 
 

人員輸送車    １ 
 

 
 

 軽ライトバン    ２ 
 

 
 

 軽清掃ダンプ車    ３ 
 

 
 

   合        計   ４７ 
 

 
 

 

 

３－２４ ごみ処理施設等一覧表 

 

令和６年１２月現在 
 

施    設    名 
 

 

所   在   地 
 

 

処理能力 
 

 

電  話 
 

 

 平塚市環境事業センター 
 (ごみ焼却施設) 
 

 

 平塚市大神３－１５－１ 
 

 

315t／日 
 

 

55-0122 
 

 

平塚市粗大ごみ破砕処理場 
 

 

  〃 堤町３－５ 
 

 

55t／5h 
 

 

22-4557 
 

 平塚市遠藤原一般廃棄物 

最終処分場 
 

  〃 土屋５８５ 
 

(埋立容量) 
233,000㎥ 

 

58-8466 

 

平塚市リサイクルプラザ 
(愛称：くるりん) 

 

  〃 四之宮７－３－５ 
 

 

46.86t／日 
 

 

51-5301 
 

 

７０  ３５  １０５ 
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３－２５ 民間委託し尿収集業者一覧表 

 

令和６年１２月現在 
 

名   称 
 

住            所 
 

電    話 
 

平塚環興株式会社 
 

 

平塚市横内４０３３ 
 

 

５５－０５４９ 
 

江南清掃有限会社 
平塚市諏訪町３０－１８ 

 

３１－１１９７ 
 

 

 

３－２６ 民間委託し尿収集業者保有収集車両等一覧表 

 

令和６年１２月現在 
 

車    種 
 

積載量 
 

台数 
 

人 員 
 

備           考 
 

普通タンクローリー 
 

 

3,000L 
 

 

４ 
 

 

 

１０ 

 

 
 

 

小型タンクローリー 
 

 

1,800L 
 

 

４ 
 

 

 
 

 

計 
 

 

 
 

 

８ 
 

 

１０ 
 

 

 
 

 

 

３－２７ し尿処理施設 

 

令和６年１２月現在 
 

施       設       名 
 

 

所     在   地           
 

処理能力 
 

 

電 話 
 

大磯町し尿処理施設 大磯町虫窪６６ 50kL/日 72-4438 

 

 

138



 ３－２８　仮設トイレ等の整備状況一覧表

桜
ヶ

丘
倉
庫

平
塚
球
場

ひ
ら
つ
か

ア
リ
ー

ナ

旭
出
張
所

競
輪
場

高
浜
高
校

江
南
高
校

平
塚
湘
風

高
校

平
塚
中
等

教
育
学
校

平
塚
工
科

高
校

平
塚
農
商

高
校

大
東
化
学

倉
庫

東
海
大
学

学
校
施
設
内

備
蓄
倉
庫

そ
の
他

合
計

仮設トイレ 20 1 47 68

マンホール対応型
組み立てトイレ 13 13

便槽型組立てトイレ 7 1 1 1 1 1 1 1 43 8 65

ラップ式簡易トイレ 11 1 2 2 2 2 2 2 2 2 86 19 133

マンホール対応型
組立てトイレ

9 1 4 1 1 1 1 1 1 31 51

マンホール対応型
簡易組み立てトイレ

195 47 32 18 3 3 2 2 2 2 2 399 8 715

60 108 30 10 10 240 458

264 194 5 10 50 6 5 6 6 6 6 13 16 812 82 1503

令和７年２月現在

品名　　　　　　場所

一
　
般
　
用

身
障
者
対
応
型

ポータブルトイレ

合　　　計
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３－２９ 民間委託消毒業者一覧表 

 

令和７年２月現在 
 

名   称 
 

住            所 
 

電    話 

 

日本消毒㈱ 

 

平塚市四之宮２－６－２５ 
 

 

２４－６４７４ 

(有)朝日消毒  平塚市西真土１－２－６２ ３４－３１４５ 

(公社)神奈川県 

ペストコントロール協会

横浜市中区太田町６－８４－２ 

大樹生命横浜桜木町ビル４階 

０４５－ 

６８１－８５８５ 
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応　急　対　策 施　　設　　名 使　　用　　目　　的　　等
災害対策本部運営関係 ・災害対策業務運営施設

・災害対策本部設置施設

市庁舎別館 ・災害対策業務運営施設

美術館 ・市庁舎本館（災対本部設置施設）に支障ある場合の災対

　本部設置予備施設（第１順位）

中央公民館 ・市庁舎本館（災対本部設置施設）に支障ある場合の災対

　本部設置予備施設（第２順位）

中央公民館（再掲） ・庁舎に支障ある場合の災害対策業務の予備施設

勤労会館 　

青少年会館

博物館
中央図書館

教育会館

中央公民館（再掲） ・災害対策従事職員の待機、休息用施設

勤労会館（再掲）

総合公園 ・総合防災基地、広域応援活動拠点、広域防災活動拠点
　　平塚総合体育館、平塚球場 ・広域応援活動拠点、広域防災活動拠点

　　平塚球場会議室 ・臨時救護所

    平塚競技場 ・ヘリポート

　　宿泊研修所 ・応援自治体等宿泊施設

　　広場、駐車場 ・関係車両基地
大神スポーツ広場 ・広域応援部隊の活動拠点

馬入ふれあい公園

ボランティア関係 福祉会館 ・災害時ボランティアセンター設置施設

浅間緑地

物資、輸送関係 平塚新港、平塚漁港 ・物資海上輸送基地関係施設
平塚市水産物地方卸売市場

平塚総合体育館、平塚球場（再掲） ・応援物資集配用基地

総合公園広場、駐車場（再掲） ・関係車両基地

平塚競技場（再掲） ・ヘリポート
大神スポーツ広場（再掲）

馬入ふれあい公園（再掲）

桜ヶ丘公園防災倉庫 ・物資等分散備蓄倉庫

見附台広場防災倉庫

松延防災倉庫
須賀新田防災倉庫

ひらつかアリーナ内倉庫

消防署旭出張所内倉庫

水防倉庫（市内１０箇所） ・水防資機材等備蓄倉庫

避難関係 小・中学校、競輪場 ・指定避難所、指定緊急避難場所
・臨時救護所（一部）

・在宅避難者等への給食、給水、物資配給拠点

地区公民館 ・局所的な災害時や自主避難者の受け入れ施設

・指定緊急避難場所
学校給食センター ・避難部給食班の炊出し等調理施設

栗原ホーム ・福祉避難所

平塚市余熱利用施設

南部、西部福祉会館

地区公民館（再掲） ・福祉避難所の予備施設
地区図書館

こどもの家

環境衛生業務関係 環境事業センター関連施設 ・所管業務運営施設

ポンプ場

平塚市聖苑
大神スポーツ広場（再掲） ・がれき等廃棄物の一時集積所

遠藤原一般廃棄物最終処分場

医療救護関係 平塚市民病院 ・災害拠点病院

・飛行場外離着陸場

保健センター ・医療救護班、保健活動班活動拠点、
　保健医療福祉関係応援チーム受援拠点

・災害時地域医療機関

平塚球場会議室（再掲） ・臨時救護所

遺体収容、安置関係 ひらつかアリーナ ・遺体の収容、安置、遺族等関係施設
地区公民館の体育館

（神田、金目、旭南

金田、花水地区公民館）

上記以外の施設 指示がある場合を除き、原則として使用しない閉鎖施設

３－３０　 公共施設の使用目的等

市庁舎本館
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機　　種 標　　　　　　　準 応　　　　　　急

ＵＨ－１
（中型）

ＵＨ－６０
（中型）

ＣＨ－４７
（大型）

備　　考

３－３１　陸上自衛隊ヘリコプター離発着の為の最小限所要地積

○陸上自衛隊ヘリコプター臨時着陸場細部選定基準

　１　全方向進入とする場合は、着陸帯の形状を円形にすることが必要。

　２　ダウン・ウォッシュ（離発着時における突風・横風）について考慮が
　　必要。（対策：着陸地が砂地である場合、消防車等による十分な散水）

　　例：CH-47（大型ヘリ）
　　　　直径0．5ｍｍ～１ｃｍ程度の小石が半径100ｍ～150ｍに飛散する。
　　　　天幕等（テント）がある地域では、さらに150ｍ以上の距離が必要。
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３－３２ ヘリコプター臨時離着陸場 

 

① 第１次施設 

 
 

名     称 
 

 

所   在   地 
 

 

電   話 
 

 平塚競技場 
東海大学湘南キャンパス
準硬式野球場 
 大神スポーツ広場 
 馬入ふれあい公園 

  平塚市大原1-1 
   〃 北金目4-1-1 
 

 〃 大神4-20-16ほか   
   〃 中堂246-1       

総合公園課  35-2233 
 58-1211 
 
スポーツ課  31-3060 
総合公園課  35-2233 
(馬入ふれあい公園 25-0011)     

  

② 第２次施設 

    
 

名  称 
 
 

 

所  在  地 
 
 

 

  発着場面積  
  東西(m)×南北(m)  
 

 

電 話 
 
 

 湘南海岸公園 
 浜岳中学校 
 江陽 〃 
 春日野〃 

 平塚市高浜台32 
  〃 龍城ケ丘4-26 
  〃 浅間町8-1 
  〃 中里33-1 

100×50 みどり公園 ・水辺課 21-9852 
160×65 
170×90 
110×60 

31-0479 
21-0414 
31-0420 

 

③ 飛行場外離着陸場 

   
 

名  称 
 
 

 

所  在  地 
 
 

 

  発着場面積  
  東西(m)×南北(m)  
 

 

電 話 
 
 

 平塚市民病院 

屋上離着陸場 

 平塚市南原1-19-1 21×21 32-0015 

  

 

３－３３ 応援部隊等の宿営地及び車両基地の予定地 

 

① 主要施設 

施 設 名 所 在 地 電   話 

総合公園 

（平塚のはらっぱ） 

平塚市大原1-1 総合公園課 

35-2233 

 

 ② 予備施設 

施 設 名 所 在 地 電   話 

大神スポーツ広場 平塚市大神4-20-16 

ほか 

スポーツ課   31-3060 

馬入ふれあい公園  〃 中堂246-1 総合公園課   35-2233 

(馬入ふれあい公園   25-0011) 

東海大学グランド  〃 北金目4-1-1 湘南キャンパス 58-1211 
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広域避難場所 対 象 地 区
収容可能
人数
（人）

・東八幡 ・駅前通り線

・西八幡 ・萩原八幡線

・八幡 ・東八幡１０、１５、３９、４０号線

・八千代町　・老松町 ・国道１号

・馬入　　　・榎木町 ・駅前通り線

・天沼　　　・中堂 ・駅前大通り線

・堤町　　　・長瀞 ・海岸南中線

・宮松町　　・宮の前 ・浅間町南原線

・宝町　　　・紅谷町

・明石町　　・浅間町

・立野町　　・見附町

・錦町　　　・追分

・須賀

・富士見町　・豊原町 ・国道１号

・諏訪町　　・中里 ・諏訪町９号線

・平塚　　　・達上ケ丘 ・中里８、１４、２１号線

・上平塚　　・桜ケ丘 ・平塚９１、１０２号線

・高浜台　　・夕陽ケ丘 ・県道６０７号（平塚港平塚停車場）

・代官町　　・幸町 ・県道６０８号（平塚停車場袖ケ浜）

・札場町　　・千石河岸 ・須賀久領平塚中学校線

・久領堤　　・八重咲町 ・須賀打越羽衣町線

・松風町　　・袖ケ浜 ・平塚大磯海岸線

・平塚駅稲荷山線

・蔵邸川端線

・桃浜町 ・県道６１号（平塚伊勢原）

・龍城ケ丘 ・平塚大磯海岸線

・黒部丘 ・県道６１号（平塚伊勢原）

・菫平 ・平塚大磯海岸線

・虹ケ浜 ・平塚海岸秦野線

・撫子原 ・黒部丘１１号線

・花水台 ・菫平２９号線

・唐ケ原

117,250合 計 収 容 可 能 人 数

40,860

20,040

33,610

県立平塚工科高校

八幡山公園
と

江陽中学校周辺

県立平塚農商高校

湘南海岸公園
と

周辺学校群

花水小学校
と

浜岳中学校
7,870

7,250

３－３４　広域避難場所及び指定避難道路

広 域 避 難 場 所

指 定 避 難 道 路

八幡小学校 7,620
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令和６年１２月現在

・パークサイド平塚自治会

・高浜台自治会

・湘南高浜台ハイツ自治会

・千石河岸 ・千石河岸自治会

・幸町 ・幸町自治会

・札場町の一部 ・札場横町自治会

・札場町の一部

・久領堤

・夕陽ケ丘 ・夕陽ケ丘自治会

・代官町 ・代官町自治会

・グレーシアパーク自治会

・龍城ケ丘 ・龍城ケ丘自治会

・袖ケ浜 ・袖ケ浜自治会

・虹ケ浜の一部 ・虹ケ浜東部自治会

・菫平 ・菫平自治会

・桃浜町 ・桃浜町自治会

・八重咲町 ・八重咲町自治会

・松風町 ・松風町自治会

・黒部丘の一部 ・黒部丘東部自治会

・黒部丘第一親睦会

・黒部丘西部自治会

※大磯町高麗３丁目（東海道本線以南）

・虹ケ浜の一部 ・虹ケ浜西部自治会

・花水台 ・花水台自治会

・撫子原 ・撫子原自治会

・唐ケ原自治会

・平塚ガーデンホームズ自治会

※大磯町高麗1丁目・2丁目、東町、長者町

・豊原町の一部 ・豊原町内会

・平塚１丁目 ・三区町内会

・平塚２丁目 ・四区町内会

・平塚３丁目の一部 ・五区町内会

・平塚４丁目の一部 ・二十四軒町自治会

・中里の一部 ・二葉会

・平塚３丁目の一部 ・西仲町町内会

・平塚４丁目の一部 ・柳町町内会

・平塚５丁目 ・中里町内会

・中里の一部 ※大磯町高麗３丁目（東海道本線以北）

・上平塚 ・上平塚町内会

・中里の一部 ・諏訪町会（３班）

・達上ケ丘 ・桜ケ丘自治会

・桜ケ丘 ・富士見平町内会

・富士見町 ・富士見町内会

・諏訪町 ・諏訪町会（１、２班）

・豊原町の一部

・浅間町の一部 ・浅間町町内会

・追分 ・立野町・追分町内会

・立野町 ・見附町町内会

・見附町 ・錦町町内会

・錦町 ・チュリス平塚自治会

・藤和平塚コープ自治会

３－３５①　指定避難所一覧表（平塚市）

避 難 所 名 収容可能人数 大 字 名 対 象 自 治 会 名

　太洋中学校 1,890 ・高浜台

　高浜高校 2,250

　平塚競輪場 1,240 ・須賀北町自治会

　港小学校 1,880

　花水小学校 2,980

　浜岳中学校 2,310

　平塚工科高校 4,370

・黒部丘の一部

　なでしこ小学校 1,420

　大磯高校 885

・唐ケ原

　富士見小学校 2,010

　春日野中学校 1,630

　平塚農商高校 3,620

　平塚江南高校 2,440

　崇善小学校 1,610
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避 難 所 名 収容可能人数 大 字 名 対 象 自 治 会 名

・明石町 ・明石町会

・紅谷町 ・紅谷町自治会

・宝町 ・宝町自治会

・宮の前 ・宮の前自治会

・宮松町 ・宮松町自治会

・浅間町の一部 ・サニープラザ平塚自治会

・ＬＭ平塚宝町自治会

・ライオンズプラザ平塚見附町自治会

・セレストタワー湘南平塚自治会

・LaLa湘南平塚コモンズ自治会

・老松町 ・老松町自治会

・八千代町 ・八千代町自治会

・天沼 ・天沼自治会

・榎木町 ・馬入本町自治会

・中堂 ・榎木町中堂自治会

・馬入本町 ・オーベルＧ平塚自治会

・馬入の一部

・長瀞

・堤町

・須賀の一部

・馬入の一部

・須賀の一部

・馬入の一部

・東八幡１丁目の一部 ・田端自治会

・東八幡２丁目の一部 ・平塚ニューライフ自治会

・東八幡３丁目 ・高野町自治会

・東八幡４丁目 ・上町自治会

・東八幡５丁目

・西八幡３丁目の一部

・東八幡１丁目の一部 ・坂戸自治会

・東八幡２丁目の一部 ・尼沼自治会

・西八幡１丁目 ・旭町自治会

・西八幡２丁目 ・松葉町自治会

・西八幡３丁目の一部 ・下郷第三自治会

・西八幡４丁目 ・中原下宿第一自治会

・四之宮１丁目 ・中原下宿第二自治会

・中原下宿第三自治会

・四之宮２丁目 ・下郷第一自治会

・四之宮３丁目 ・下郷第二自治会

・四之宮４丁目の一部 ・下郷第四自治会

・四之宮５丁目 ・観音町第一自治会

・四之宮６丁目 ・観音町第二自治会

・東真土２丁目の一部 ・中庭自治会

・東町自治会

・通町自治会

・西町自治会

・林町自治会

　江陽中学校 1,620

　松原小学校 1,380

　萩園中学校 1,698
・須賀新田自治会

　中島中学校 1,461

　八幡小学校 1,410

　神明中学校 1,530

　大野小学校 1,480
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避 難 所 名 収容可能人数 大 字 名 対 象 自 治 会 名

・東真土１丁目 ・今里南自治会

・東真土２丁目の一部 ・今里東自治会

・東真土３丁目 ・今里西自治会

・東真土４丁目 ・大真土東第一自治会

・西真土１丁目 ・大真土東第二自治会

・西真土２丁目 ・大真土三谷自治会

・西真土３丁目 ・大真土西第一自治会

・西真土４丁目 ・大真土西第二自治会

・古真土北町自治会

・古真土入町自治会

・東中原１丁目 ・東中原東自治会

・東中原２丁目 ・東中原西自治会

・東中原住宅自治会

・中原３丁目の一部 ・伊勢山南自治会

・伊勢山北自治会

・伊勢山西自治会

・御殿１丁目の一部 ・御殿東町内会の一部

・御殿２丁目の一部 ・御殿北町内会の一部

・御殿３丁目の一部 ・御殿西町内会

・中原１丁目の一部 ・御殿南町内会

・中原２丁目の一部 ・裏宿東町内会

・中原３丁目の一部 ・裏宿西町内会

・裏宿南町内会

・裏宿北町内会

・上宿南町内会の一部

・中宿西町内会の一部

・上宿北町内会

・下宿西町内会

・下宿北町内会

・御殿１丁目の一部 ・御殿東町内会の一部

・御殿２丁目の一部 ・下宿東町内会

・御殿３丁目の一部 ・下宿南町内会

・中原１丁目の一部 ・御殿北町内会の一部

・中原２丁目の一部 ・上宿南町内会の一部

・中原３丁目の一部 ・中宿東町内会

・中宿西町内会の一部

・新町 ・新町自治会

・大原 ・平塚スカイハイツ自治会

・大原東自治会

・南原１丁目 ・南原横宿自治会

・南原２丁目 ・南原東町町内会

・南原３丁目 ・鍛冶町町内会

・南原４丁目 ・向原町内会

・南原上町町内会

・土手新町町内会

・南原ルネ自治会

　真土小学校 1,430

　松が丘小学校 1,490

　大野中学校 2,100

　中原小学校 1,570

　平塚中等教育学校 3,460

　大原小学校 1,200

　中原中学校 1,480 ・御殿４丁目 ・新川端自治会

　南原小学校 1,150
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避 難 所 名 収容可能人数 大 字 名 対 象 自 治 会 名

・田村３丁目の一部 ・田村３・ ４丁目自治会

・田村４丁目 ・田村６丁目自治会

・田村６丁目 ・田村８丁目自治会

・田村８丁目 ・田村９丁目自治会

・田村９丁目

・吉際 ・大神第一自治会

・大神 ・大神第二自治会

・大神第三自治会

・大神第四自治会

・吉際自治会

・田村５丁目 ・田村５丁目自治会

・田村７丁目 ・田村７丁目自治会

・四之宮４丁目の一部 ・宮の前住宅自治会

・四之宮７丁目 ・上郷自治会

・田村１丁目 ・田村１・２丁目自治会

・田村２丁目 ・田村団地自治会

・田村３丁目の一部 ・サンシャイン平塚自治会

・秀和平塚レジデンス自治会

・ダイアパレス平塚自治会

・ダイアパレス平塚第五自治会

・大島 ・大島自治会

・小鍋島 ・小鍋島自治会

・下島 ・下島自治会

・下島第一団地自治会

・ビレッジハウス下島第二自治会

・城所 ・城所自治会

・豊田本郷の一部 ・簀子橋自治会

・北豊田の一部

・豊田平等寺 ・豊田平等寺自治会

・豊田打間木 ・豊田打間木自治会

・豊田小嶺 ・豊田小嶺自治会

・豊田宮下 ・豊田宮下自治会

・豊田本郷の一部 ・豊田西町自治会

・南豊田 ・豊田本宿自治会

・東豊田 ・豊田豊中自治会

・北豊田の一部

・岡崎 ・別北自治会

・ふじみ野１丁目 ・丸島自治会

・ふじみ野２丁目 ・大畑自治会

・矢崎自治会

・西海地自治会

・入山瀬自治会

・ふじみ野自治会

・王御住自治会

・平塚みどりケ丘自治会

　神田中学校 1,740

　相模小学校 1,480

　神田小学校 1,690

　平塚湘風高校 3,490

　横内中学校 1,560 ・横内の一部 ・横内連合自治会

　横内小学校 1,490 ・横内の一部 ・横内団地連合自治会

　城島小学校 1,120

　大住中学校 1,690

　豊田小学校 1,100

　岡崎小学校 1,440

148



避 難 所 名 収容可能人数 大 字 名 対 象 自 治 会 名

・入野 ・入野自治会

・長持 ・長持自治会

・寺田縄 ・寺田縄自治会

・飯島 ・長瀬自治会

・入部 ・飯島自治会

・中原下宿

・豊田本郷の一部

・公所 ・公所自治会

・日向岡１丁目 ・日向岡自治会

・日向岡２丁目

・河内 ・河内自治会

・徳延 ・徳延自治会

・纒 ・纒自治会

・山下の一部

・出縄 ・出縄自治会

・万田の一部 ・万田自治会

・高村の一部 ・高村西自治会

・アメニティ湘南平自治会

・山下の一部 ・上山下自治会

・高村の一部 ・高村団地東自治会

・万田の一部 ・万田貝塚自治会

・高根 ・高根自治会

・山下の一部 ・下山下自治会

・山下団地自治会

・若宮ハイツ自治会

・南金目の一部 ・堀之内自治会（１～２８組）

・千須谷 ・太田自治会（南地区、中地区Ａ）

・片岡の一部 ・坪之内自治会

・根下自治会

・千須谷自治会

・広川 ・広川自治会

・片岡の一部 ・片岡南自治会

・南金目の一部

・北金目 ・堀之内自治会（２９～３８組）

・北金目１丁目 ・北久保自治会

・北金目２丁目 ・中久保自治会

・北金目３丁目 ・大久保自治会

・北金目４丁目

・南金目の一部

・南金目の一部 ・青柳自治会

・真田 ・真田自治会

・真田１丁目 ・真田ウッドパーク自治会

・真田２丁目

・真田３丁目

・片岡の一部 ・片岡北自治会

・南金目の一部 ・太田自治会（北地区、中地区Ｂ・Ｃ）

・大庶子分自治会

・惣領分自治会

・上惣領自治会

・大寺分自治会

　金田小学校 1,390

　旭陵中学校 1,470

　旭小学校 1,560 ・根坂間 ・根坂間自治会

　松延小学校 1,470

　勝原小学校 1,790

　山城中学校 1,790

　山下小学校 1,590

　金目小学校 1,600

・土屋

　土沢中学校 1,250

　金旭中学校 1,990

　みずほ小学校 1,170

　東海大学 1,510

　金目中学校 1,610

　土屋小学校 980
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避 難 所 名 収容可能人数 大 字 名 対 象 自 治 会 名

・上吉沢 ・下吉沢自治会

・下吉沢 ・上吉沢自治会

・めぐみが丘１丁目 ・中吉沢自治会

・めぐみが丘２丁目 ・めぐみが丘自治会

　吉沢小学校 1,480

合計収容可能人数 94,444
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地震 洪水 大火事 土砂 高潮

（広域避難場所）

八幡小学校 平塚市東八幡3-8-1 〇

八幡山公園 平塚市浅間町1 〇

江陽中学校周辺 平塚市浅間町8-1 〇

旧平塚商業高校 平塚市中里50-1 〇

平塚農商高校 平塚市達上ケ丘10-10 〇

湘南海岸公園と周辺学校群 平塚市高浜台32 〇

花水小学校 平塚市龍城ケ丘5-62 〇

浜岳中学校 平塚市龍城ケ丘4-26 〇

平塚工科高校 平塚市黒部丘12-7 〇

（避難所）

太洋中学校 平塚市高浜台7-1 〇 〇 〇 〇

高浜高校 平塚市高浜台8-1 〇 〇 〇 〇

平塚競輪場 平塚市久領堤5-1 〇 〇 〇 〇

港小学校 平塚市夕陽ケ丘22-1 〇 〇 〇 〇

花水小学校 平塚市龍城ケ丘5-62 〇 〇 〇 〇

浜岳中学校 平塚市龍城ケ丘4-26 〇 〇 〇 〇

平塚工科高校 平塚市黒部丘12-7 〇
（グラウンド・体育館）

〇 〇 〇

なでしこ小学校 平塚市花水台42-1 〇 〇 〇 〇

大磯高校 大磯町東町2-9-1 〇 〇 〇 〇

富士見小学校 平塚市中里10-1 〇 〇 〇

春日野中学校 平塚市中里33-1 〇 〇 〇

平塚農商高校 平塚市達上ケ丘10-10 〇
（グラウンド・体育館）

〇 〇

平塚江南高校 平塚市諏訪町5-1 〇
（グラウンド・体育館）

〇 〇

崇善小学校 平塚市浅間町4-3 〇 〇 〇

江陽中学校 平塚市浅間町8-1 〇 〇 〇

松原小学校 平塚市天沼7-10 〇 〇 〇

萩園中学校 茅ケ崎市萩園2425 〇
（グラウンド）

〇 〇 〇

中島中学校 茅ケ崎市中島1469-2 〇
（グラウンド）

〇 〇 〇 〇

八幡小学校 平塚市東八幡3-8-1 〇 〇 〇

神明中学校 平塚市四之宮1-10-1 〇 〇 〇

大野小学校 平塚市東真土2-1-1 〇 〇 〇

真土小学校 平塚市西真土4-3-1 〇 〇 〇

松が丘小学校 平塚市東中原1-12-2 〇 〇 〇

大野中学校 平塚市東中原1-12-1 〇 〇 〇

中原小学校 平塚市御殿2-8-9 〇 〇 〇

平塚中等教育学校 平塚市大原1-13 〇 〇 〇

大原小学校 平塚市大原1-14 〇 〇 〇

中原中学校 平塚市御殿4-5-1 〇 〇 〇

南原小学校 平塚市南原1-11-31 〇 〇 〇

神田中学校 平塚市田村4-31-1 〇 〇 〇

相模小学校 平塚市大神5-13-1 〇 〇 〇

神田小学校 平塚市田村6-1-1 〇 〇 〇

平塚湘風高校 平塚市田村3-13-1 〇 〇 〇

横内中学校 平塚市横内1948-3 〇 〇 〇

横内小学校 平塚市横内2687 〇 〇 〇

城島小学校 平塚市小鍋島608-3 〇 〇 〇

大住中学校 平塚市城所649 〇 〇 〇 〇

豊田小学校 平塚市豊田宮下552 〇 〇 〇

岡崎小学校 平塚市岡崎3430 〇 〇 〇 〇

金田小学校 平塚市入野514 〇 〇 〇

旭陵中学校 平塚市日向岡2-9-1 〇 〇 〇 〇

旭小学校 平塚市河内307 〇 〇 〇 〇

松延小学校 平塚市纒226 〇 〇 〇

３－３５②　指定緊急避難場所一覧表
令和７年４月現在

指定緊急避難場所 住所
指定
避難所

災害種別
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地震 洪水 大火事 土砂 高潮

（避難所）

勝原小学校 平塚市高村45 〇 〇 〇 〇

山城中学校 平塚市高村166 〇 〇 〇 〇

山下小学校 平塚市山下3-25-1 〇 〇 〇 〇

金目小学校 平塚市南金目907 〇 〇 〇 〇

金旭中学校 平塚市広川12 〇 〇 〇 〇

みずほ小学校 平塚市北金目2-39-1 〇 〇 〇

東海大学 平塚市北金目4-1-1 〇 〇 〇 〇

金目中学校 平塚市南金目1013-2 〇 〇 〇

土屋小学校 平塚市土屋3004-2 〇 〇 〇
（校舎の一部）

〇

土沢中学校 平塚市土屋2244 〇 〇 〇
（校舎の一部、体育館）

〇

吉沢小学校 平塚市上吉沢465 〇 〇 〇 〇

（緊急避難場所）

神奈川県立子ども自立生活支援センター 平塚市片岡991-1 〇 〇

崇善公民館 平塚市見附町1-8 〇

須賀公民館 平塚市夕陽ケ丘60-32 〇 〇

松原公民館 平塚市八千代町2- 23 〇

富士見公民館 平塚市中里11-21 〇

花水公民館 平塚市桃浜町34-3 4 〇 〇

なでしこ公民館 平塚市撫子原12-5 4 〇 〇

大野公民館 平塚市東真土2－1 2－1 〇

八幡公民館 平塚市西八幡1-10 -22 〇

四之宮公民館 平塚市東真土2-1- 48 〇

中原公民館 平塚市御殿2-17-3 8 〇

松が丘公民館 平塚市東中原2-17 -19 〇

大原公民館 平塚市大原1-15 〇

南原公民館 平塚市南原2-15-1 〇

神田公民館 平塚市田村3-12-5 〇

横内公民館 平塚市横内2506 〇

大神公民館 平塚市大神5-12-1 7 〇

岡崎公民館 平塚市岡崎3634 〇 〇

豊田公民館 平塚市南豊田366- 1 〇

城島公民館 平塚市小鍋島271- 1 〇 〇

金目公民館 平塚市南金目966 〇 〇

金田公民館 平塚市入野108-1 〇

土屋公民館 平塚市土屋1864-1 〇 〇

吉沢公民館 平塚市上吉沢395- 1 〇 〇

旭南公民館 平塚市山下2-16-1 〇 〇

旭北公民館 平塚市河内440 〇 〇

指定緊急避難場所 住所 指定
避難所

災害種別
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№ 公民館名 所在地
ＴＥＬ
ＦＡＸ

施　設　概　要

1 中央公民館 追分1-20
34-2111
35-2537

大ホール・小ホール・市民ギャラリー・会議室（５）・実習室（２）・和室・
音楽室・調理実習室・ベビールーム他

2 崇善公民館 見附町1-8
31-1920
35-2531

ホール（２）・会議室（３）・和室・調理室

3 須賀公民館 夕陽ケ丘60-32
21-2152
24-1406

会議室（２）・和室・老人憩いの部屋（和室）・ホール・調理室

4 松原公民館 八千代町2-23
21-6186
24-1405

和室・会議室（２）・調理室・集会室・談話室・多目的室

5 富士見公民館 中里11-21
31-2256
35-2530

和室（２）・調理室・会議室（３）・集会室・視聴覚室

6 花水公民館 桃浜町34-34
31-3824
35-2533

和室（２）・会議室（２）・図書室兼会議室・調理室・談話室・集会室ホー

ル・視聴覚室

7 なでしこ公民館 撫子原12-54
35-1254
37-1061

調理実習室・会議室・図書室兼会議室・集会室・教養室（和室）・視聴
覚室

8 大野公民館 東真土2－12－1
55-0711
51-1362

ホール・調理室・会議室（３）・和室・視聴覚室

9 八幡公民館 西八幡1-10-22
23-5528
24-1407

和室・会議室（２）・調理室・大ホール

10 四之宮公民館 東真土2-1-48
55-0655
54-8255

茶室（和室）・いこい室・会議室（２）・談話室・調理室・集会室

11 中原公民館 御殿2-17-38
32-7372
35-2534

和室・会議室（３）・調理実習室・視聴覚室・大ホール

12 松が丘公民館 東中原2-17-19
33-6311
35-2535

調理室・会議室（３）・和室（２）・集会室

13 大原公民館 大原1-15
34-5011
34-4301

会議室（３）・調理実習室・和室・集会室（以下大原小学校部分）音楽
室（２）

14 南原公民館 南原2-15-1
33-9800
35-2536

和室・会議室（２）・調理室・ホール

15 神田公民館 田村3-12-5
55-0239
51-1364

和室・集会室・調理室・会議室・視聴覚室兼会議室・体育館

16 横内公民館 横内2506
54-0118
54-8256

和室・会議室・調理室・集会室

17 大神公民館 大神2391-1
55-5040
51-1366

大ホール・文化活動室・和室（２）・調理室・視聴覚室兼会議室・図書
室兼会議室

18 岡崎公民館 岡崎3634
58-1286
50-1271

調理室・会議室・集会室・図書室・教養室（和室）・学習室（和室）

19 豊田公民館 南豊田366-1
32-7373
37-1063

会議室・和室・調理室・集会室

20 城島公民館 小鍋島271-1
55-1525
51-1368

集会室・調理実習室・会議室・図書室兼会議室・和室・視聴覚室

21 金目公民館 南金目966
58-0101
50-1273

和室（２）・調理室・ミーティングルーム・体育館・集会室・会議室（２）・
図書室兼実習室・視聴覚室

22 金田公民館 入野108-1
31-2136
37-1065

和室・調理実習室・体育館・集会室・会議室・会議室兼音楽室・ 会議
室兼図書室

23 土屋公民館 土屋1864-1
58-0833
50-1276

集会室・調理実習室・和室・視聴覚室・会議室（２）

24 吉沢公民館 上吉沢395
58-0880
50-1279

調理室・ホール・会議室・和室

25 旭南公民館 山下2-16-1
31-2255
37-1067

和室（２）・調理実習室・大ホール・体育館・会議室・視聴覚室・工芸
室・小ホール

26 旭北公民館 河内440
32-2221
37-1069

和室・会議室（３）・調理室・託児室(和室）・集会室・音楽室・講義室・多
目的室

３－３５③　公民館一覧表
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３－３５④ 津波避難ビル一覧表 

                     

                          令和６年１２月 
① 公共施設（１１か所）             

 対象自治会 施設の名称 所在地 
一時退避 

可能場所 

収容可能 

人員 

１ 

・パークサイド平塚自治会 

・高浜台自治会 

・湘南高浜台ハイツ自治会 

太洋中学校 高浜台 7-1 校舎の上層階 

 

― 

 

２ 

・千石河岸自治会 

・幸町自治会 

・札場横町自治会 

県立高浜高校 高浜台 8-1 校舎の上層階 

 

― 

 

３ ・須賀北町自治会 平塚競輪場 久領堤 5-1 施設の上層階 

 

― 

４ 

・夕陽ケ丘自治会 

・代官町自治会 

・グレーシアパーク自治会 

港小学校 夕陽ケ丘 22-1 校舎の上層階 

 

― 

 

５ 

・龍城ケ丘自治会 

・袖ケ浜自治会 

・虹ケ浜東部自治会 

・菫平自治会 

花水小学校 龍城ケ丘 5-62 校舎の上層階 

 

― 

 

６ 

・桃浜町自治会 

・八重咲町自治会 

・松風町自治会 

・黒部丘東部自治会 

浜岳中学校 龍城ケ丘 4-26 校舎の上層階 

 

― 

 

７ 
・黒部丘第一親睦会 

・黒部丘西部自治会 
県立平塚工科高校 黒部丘 12-7 校舎の上層階 

 

― 

 

８ 

・虹ケ浜西部自治会 

・花水台自治会 

・撫子原自治会 

なでしこ小学校 花水台 42-1 校舎の上層階 

 

― 

 

９ ・撫子原自治会 撫子グリーンハイツ 撫子原 12-64 屋上部分 

 

約 190 人 

１０ ・東町自治会 
四之宮水再生センタ

ー 
四之宮 4-19-1 

管理棟３階大会議室及

びテラス、 

屋上部分 

 

約 1,260 人 

１１ ・袖ケ浜自治会 
なぎさふれあい 

センター 
袖ケ浜 20-1 屋上 

 

約 330 人 
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②民間施設（６７か所） 

 対象自治会 建物の名称 所在地 
一時退避可能場所 

(共用部分のみ) 

収容可能 

人員 

１ 
撫子原 

自治会 
サニーレジデンス平塚Ⅰ 撫子原 9-9 ３階の通路部分 約 10 人 

２ 
唐ケ原 

自治会 

介護老人福祉施設 

平塚富士白苑 
唐ケ原 1 屋上 約 70 人 

３ 
唐ケ原 

自治会 
平塚ガーデンホームズ 唐ケ原 123-2 

１号棟 ４～６階の踊り場及

び階段部分 

２号棟 ４～６階の通路及び

階段部分 

約 202 人 

４ 
黒部丘東部 

自治会 

オーシャンステイツ湘南平塚

グランフィールド 
黒部丘 6-19 ３～５階の通路部分 約 765 人 

５ 
黒部丘東部 

自治会 

オーシャンステイツ湘南平塚

オリビアシティ 
黒部丘 6-48 ３～５階の通路部分 約 506 人 

６ 
菫平 

自治会 
野崎ビル 菫平 8-7 

３階の廊下、３階～屋上への

階段及び屋上部分 
約 300 人 

７ 
菫平 

自治会 

グランノエル湘南すみれ平プ

レミアムコースト 
菫平 1-5 

３～１０階の通路及び階段部

分 
約 340 人 

８ 
菫平 

自治会 
パレ平塚すみれ平 

菫平 12-12 

菫平 15-1 

１番館 ３～９階の通路及び

階段部分 

２～４番館 ３～８階の通路

及び階段部分 

約 1,190

人 

９ 
虹ケ浜西部 

自治会 

ダイアパレス湘南虹ケ浜オー

シャンビュー 
虹ケ浜 24-25 

４～１０階の通路及び階段部

分 
約 300 人 

１０ 
龍城ケ丘 

自治会 
サーパス湘南龍城ケ丘 龍城ケ丘 2-33 ３～５階の通路及び階段部分 約 160 人 

１１ 
桃浜町 

自治会 
レジェンド湘南平塚 桃浜町 30-5 ３～５階の通路及び階段部分 約 65 人 

１２ 
桃浜町 

自治会 
オハナ 平塚桃浜 桃浜町 8-5 

３～７階の共用廊下及び屋外

階段、屋上の緊急スペース 
約 908 人 

１３ 
桃浜町 

自治会 
グランマーレ湘南アプレ 桃浜町 6-16 

３～１０階の通路及び階段部

分 
約 200 人 

１４ 
桃浜町 

自治会 
レジデンス平塚 桃浜町 31-4 ３～５階の通路及び階段部分 約 140 人 

１５ 
八重咲町 

自治会 
株式会社 葦 本社ビル 

八重咲町

12-28 
屋上・外階段 約 200人 

１６ 
八重咲町 

自治会 
神奈中本社ビル 八重咲町 6-18 ３～９階の廊下 約 608人 
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 対象自治会 建物の名称 所在地 
一時退避可能場所 

(共用部分のみ) 

収容可能 

人員 

１７ 
八重咲町 

自治会 

藤和シティホームズ平塚八重

咲Ⅱ 

八重咲町

23-29 
３～５階の通路及び階段部分 約 50 人 

１８ 
八重咲町 

自治会 
平塚八重咲町三和プラザ 

八重咲町

18-27 
３～６階の廊下及び階段部分 約 160 人 

１９ 
八重咲町 

自治会 

グラン・クロワージュ平塚八重

咲 

八重咲町

23-23 
３～６階の通路及び階段部分 約 150 人 

２０ 
八重咲町 

自治会 

藤和シティホームズ平塚八重

咲 

八重咲町

24-34 
３～８階の通路及び階段部分 約 210 人 

２１ 
松風町 

自治会 
ソレイユ松風 松風町 28-41 ３～５階の通路及び階段部分 約 160 人 

２２ 
松風町 

自治会 
マスターズアドレス湘南松風 松風町 19-6 ３～５階の通路及び階段部分 約 610 人 

２３ 
松風町 

自治会 
ビッグヴァン平塚松風町 松風町 20-26 ３～５階の通路部分 約 50 人 

２４ 
袖ケ浜 

自治会 
ふれあい平塚ホスピタル 袖ケ浜 1-12 ５階の一部 約 150 人 

２５ 
袖ケ浜 

自治会 
湘南ふれあいの園平塚 袖ケ浜 1-12 ６階の一部 約 80 人 

２６ 
袖ケ浜 

自治会 

横浜ゴム株式会社 

 湘南セミナーハウス 
袖ケ浜 19-15 ３～４階廊下及び階段 約 110人 

２７ 
袖ケ浜 

自治会 

湘南袖ケ浜レジデンス オー

シャンフロント・マリンテラス

棟 

袖ケ浜 1-12-1 ３～１０階の通路部分 約 400人 

２８ 
袖ケ浜 

自治会 

湘南袖ケ浜レジデンス ガー

デンヴィラ棟 
袖ケ浜 1-12-2 ３～５階の通路部分 約 150人 

２９ 
袖ケ浜 

自治会 

湘南袖ケ浜レジデンス シー

ガルコート棟 
袖ケ浜 1-12-3 ３～５階の通路部分 約 150人 

３０ 
袖ケ浜 

自治会 
オハナ平塚袖ヶ浜 袖ケ浜 20-46 

３～５階の共用廊下及び屋外

階段、屋上の緊急スペース 
約 379 人 

３１ 
袖ケ浜 

自治会 

藤和シティホームズ湘南袖ヶ

浜ブリーズステージ 
袖ケ浜 5-11 ３～４階の通路及び階段部分 約 35 人 

３２ 
港地区自治

連(高浜台） 

ダイアパレスグランデージ 

湘南平塚 
高浜台 30-3 

４～１０階の通路及び階段部

分 

約 1,340

人 

３３ 
港地区自治

連(高浜台） 
アイディーコート平塚海岸 高浜台 27-22 ３～５階の通路及び階段部分 約 70 人 
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 対象自治会 建物の名称 所在地 
一時退避可能場所 

(共用部分のみ) 

収容可能 

人員 

３４ 
港地区自治

連(高浜台） 
パークサイド平塚 高浜台 29-1 

１号棟 ４～６階の通路部分、

２・３・４号棟 ４～７階の通

路部分 

約 648 人 

３５ 

港地区自治

連(夕陽ケ

丘） 

ジュネパレス平塚第１６ 
夕陽ケ丘

27-21 
３～４階の通路及び階段部分 約 57 人 

３６ 

港地区自治

連(夕陽ケ

丘） 

グレーシアパーク湘南平塚 
夕陽ケ丘

63-12 

４～１５階の通路及び階段部

分 

約 1,780

人 

３７ 

港地区自治

連(夕陽ケ

丘） 

夕陽ケ丘テラス 
夕陽ケ丘

36-16 
３～４階の通路及び階段部分 約 25 人 

３８ 
港地区自治

連(代官町） 

医療法人社団 松和会 

 望星平塚クリニック 
代官町 23-1 屋上 約 200 人 

３９ 

港地区自治

連 

(代官町） 

ライオンズシティ平塚 代官町 3-8 ３～１４階の階段部分 約 66 人 

４０ 

港地区自治

連 

(代官町） 

米善ビル（イトマンスポーツス

クエア 平塚店） 
代官町 1-16 

３階ゴルフレンジ及びスタジ

オ、４階テニスコート 

約 2,170

人 

４１ 

港地区自治

連 

(代官町） 

プレステージ代官町 代官町 6-3 
３階バルコニー、３～５階の

通路及び階段部分 
約 98 人 

４２ 

港地区自治

連 

(代官町） 

代官町ビル 代官町 6-5 ３～５階の通路及び階段部分 約 34 人 

４３ 

港地区自治

連 

（代官町） 

サングレイス湘南平塚駅前 代官町 10-7 ３～９階までの階段部分 約 35 人 

４４ 

港地区自治

連 

（代官町） 

レクシオ平塚代官町 代官町 23-21 ３～８階の通路及び階段部分 約 90 人 

４５ 

港地区自治

連 

（代官町） 

サーパス湘南代官町 代官町 25-12 ３～７階の通路部分 約 170人 

４６ 

港地区自治

連 

（代官町） 

ＯＳＣ湘南シティ 代官町 33-1 ３階～屋上の駐車場通路部分 
約 21,100

人 

４７ 

港地区自治

連 

（代官町） 

エクセルマンション平塚 代官町 7-35 ３～５階の通路及び階段部分 約 55 人 

４８ 

港地区自治

連 

（代官町） 

日神パレステージ湘南平塚 代官町 1-35 
３～１０階の通路及び階段部

分 
約 208 人 

４９ 

港地区自治

連 

（須賀北町） 

ユニディ湘南平塚店 久領堤 1-2 屋上駐車場部分 
約 5,000

人 

５０ 
港地区自治

連(幸町） 
パテラスクエア平塚 幸町 27-19 ３～５階の通路及び階段部分 約 117 人 
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 対象自治会 建物の名称 所在地 
一時退避可能場所 

(共用部分のみ) 

収容可能 

人員 

５１ 
港地区自治

連(幸町） 
ポートテラス浦田 幸町 26-15 ３階の通路部分 約 15 人 

５２ 

港地区自治

連 

（千石河岸） 

シーサイドパレス平塚 千石河岸 49-1 ３～６階の通路及び階段 約 340人 

５３ 
桜ケ丘 

自治会 

カルチャーＢＯＮＤＳ 

平塚 
平塚 5-23-12 ３～４階部分、屋上 

約 2,031

人 

５４ 
桜ケ丘 

自治会 
伊勢忠ビル 桜ケ丘 2-13 

３～４階の通路及び階段部

分、屋上部分 
約 70 人 

５５ 
桜ケ丘 

自治会 
ダイアパレス平塚第２ 桜ケ丘 1-15 ３～５階の通路及び階段部分 約 87 人 

５６ 
須賀新田 

自治会 

エア・ウォーター・パフォーマ

ンスケミカル株式会社 湘南工

場 

須賀 2654-1 ２階以上の共用部分 
須賀新田 

地区住民 

５７ 
馬入本町 

自治会 
マーレＴＡＫＥＩ四番館 馬入本町 1-5 ３～５階の通路及び階段部分 約 25 人 

５８ 
馬入本町 

自治会 
ハイツ蔵邸 

馬入本町

12-13 
３～４階の通路及び階段部分 約 20 人 

５９ 
馬入本町 

自治会 

グランシティユーロレジデン

ス平塚 

馬入本町

15-13 
３～９階の通路及び階段部分 約 320 人 

６０ 
榎木町中堂 

自治会 
メゾン榎木町 榎木町 4-40 ３～４階の通路及び階段部分 約 35 人 

６１ 
榎木町中堂 

自治会 
日産車体株式会社 本社 本館 堤町 2-1 屋上部分 約 705 人 

６２ 
観音町第一 

自治会 
マーメイド湘南 

四之宮

3-25-32 
３～４階の通路及び階段部分 約 45 人 

６３ 
東町 

自治会 
レオグランデ 四之宮 4-1-2 ３～９階の通路及び階段部分 約 180 人 

６４ 
東町 

自治会 
エスポワール１ 四之宮 4-3-33 ３～４階の通路及び階段部分 約 60 人 

６５ 
東町 

自治会 
スカイグランデ 四之宮 4-1-16 ３～８階の通路及び階段部分 約 305 人 
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３－３５⑤ 帰宅困難者用一時滞在施設一覧表 

令和６年１２月現在 
施設名 住所 備考 

平塚ラスカ 平塚市宝町１－１ 市指定 

ひらつか市民活動センター 平塚市見附町１－８ 市指定 

Super D’STATION 
平塚駅前店 

平塚市紅谷町１３－１ 市指定 

神奈川県平塚合同庁舎 平塚市西八幡１－３－１ 県指定 

神奈川県平塚保健福祉事務

所 
平塚市豊原町６－２１ 県指定 

平塚文化芸術ホール 平塚市見附町１６－１ 市指定 

 
３－３５⑥ 福祉避難所一覧 

令和７年４月現在 
施設名 住所 

平塚栗原ホーム 平塚市立野町３１－２０ 

平塚市余熱利用施設 平塚市大神４－２０－８ 

平塚市南部福祉会館 平塚市袖ケ浜２０－１ 

平塚市西部福祉会館 平塚市公所８６８ 

神奈川県立平塚盲学校 平塚市追分１０－１ 

神奈川県立平塚ろう学校 平塚市大原２－１ 

神奈川県立平塚支援学校 平塚市寺田縄５９０ 

神奈川県立湘南支援学校 平塚市御殿４－１４－１ 
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令和７年２月

Ｎｏ 法人名 施設名 施設所在地 電話番号

1 （福）富士白苑 特別養護老人ホーム平塚富士白苑 平塚市唐ケ原１ ６１－１８４１

平塚特別養護老人ホーム　

伸生会デイケアセンター

平塚養護老人ホーム

高根台ホーム 平塚市万田３－１８－１０ ３１－４９７２

万田デイサービスセンター 平塚市万田３－１５－５ ３６－６６０１

ローズヒル 平塚市土屋２１９８－７ ５８－６６７７

ローズヒルケアセンター 平塚市土屋２１９８－７ ５８－６８７２

つちやホーム 平塚市土屋２１９６－１ ５８－６６２４

ローズヒル東八幡 平塚市東八幡4-19-14 ７５－８７１０

サンレジデンス湘南

サンレジデンス湘南デイサービスセンター

豊田敬愛ホーム

豊田デイサービスセンター

7 （福）恩賜財団済生会支部神奈川県済生会 袖ヶ浜デイサービスセンター 平塚市袖ケ浜２０－１ ２１－３９９３

8 （福）岡崎福祉会 岡崎ケアセンター 平塚市岡崎４４７ ５９－２２８８

9 （福）湘南富士見会 桜ヶ丘ケアセンター 平塚市桜ケ丘９－４１ ３０－１２１２

デイサービスセンターういすたりあ

ケアハウスういすたりあ

デイサービスセンターれんげの郷

特別養護老人ホームれんげの郷

デイサービスセンターれんげの郷 山下 平塚市山下３－２２－４３ ３６－６１０６

特別養護老人ホームれんげの郷アネックス 平塚市公所４６４－１ ５８－４８２７

12 （福）湘南敬友会 特別養護老人ホーム　陽だまりの丘 平塚市岡崎４０１５－１ ５９－６６５５

13 （福）いきいき福祉会 ラポール平塚 平塚市四之宮１－１５－３２ ２５－２７７３

ココファンメゾンあさひ 平塚市万田３－３２－３ ３０－３０３３

ココファンメゾン湘南平 平塚市万田２－２８－７ ３０－０３４３

ココファンリビング湘南こゆるぎ 平塚市万田１－２１－１０ ３５－６０６３

ココファンメゾン四之宮 平塚市四之宮１-３-６６ ２５－５１１７

ココファンメディカルタウン湘南四之宮 平塚市四之宮１-３-５７ ２０－５５３５

ココファンレジデンス平塚やさか 平塚市西八幡２-１７-３１ ７３－８０８０

ココファン湘南平塚 平塚市平塚１-２-２ ３３－６８１２

ココファン湘南平塚弐番館 平塚市錦町22-6 ２３－４４８１

15  (福) 藤心会 特別養護老人ホームふじの郷 平塚市大島１９０ ２６－３１３０

16 （福）和心知会 特別養護老人ホームわしんち元気・平塚 平塚市片岡８３３－１０ ７９－８６６０

17 （福）カメリア会 特別養護老人ホームカメリア桜ケ丘 平塚市桜ケ丘５－２６ ３６－５９１１

18 （福）湘光会 特別養護老人ホームあしたば 平塚市真田２－７－２１ ６３－３７４３

湘央グループホーム えん ３０－６１５０

湘央ケアホーム えん ３０－６１６０

平塚市公所７０５－１ ５０－３４６５

4

（福）湘南曽寿会 平塚市南豊田８５－１

株式会社学研ココファン

11 （福）平塚あさひ会

6

5

（福）つちや社会福祉会

3 （福）研水会

2 （福）伸生会

３－３６　避難行動要支援者（要援護高齢者）緊急受入先施設一覧表

３１－６９７９

５１－２９００

３６－０６３２

（福）惠伸会

平塚市西真土４－２３－３５

19 湘南乃えん株式会社 平塚市豊原町１４番１７号

平塚市田村２－１１－５

平塚市御殿２－１７－４２

５４－７００７

14

10 （福）則信会
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令和７年２月

Ｎｏ 法人名 施設名 施設所在地 電話番号

1 （福）恩賜財団神奈川県同胞援護会 平塚ふじみ園 平塚市四之宮 ６－１５－１ ５５－１３００

貴峯荘

貴峯荘湘南の丘

精陽学園 平塚市城所９２２ ５４－５３１２

ソーレ平塚 平塚市寺田縄２６５－１ ５９－３９３３

アグネス園 平塚市追分９－４７ ７９－６７６１

こども園にじ 平塚市田村４－２４－５ ５４－１６１３

進和万田ホーム 平塚市万田２－２９－１６ ３２－５４１８

進和やましろホーム 平塚市高根３－１６－５ ３３－３５００

進和あさひホーム 平塚市高根３－１６－６ ３５－４７４７

はばたき進和 平塚市土屋２９６７ ５８－６６８１

サンメッセしんわ 平塚市高根３－１６－７ ３５－３８００

しんわルネッサンス 平塚市上吉沢１５２０－１ ５８－５４１４

しんわグループホーム 平塚市万田２－１２－１９ ３３－０９７９

6 （福）日辰会 ロータス授産センター 平塚市出縄３３６－５ ３５－７２００

（福）進和学園5

（福）貴峯

3 （福）至泉会

4 （福）小百合会

３－３７　避難行動要支援者（障がい者）緊急受入先施設一覧表

平塚市達上ケ丘１－９ ３１－０６１７2
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